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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年３月９日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　午後　４時３７分　散会　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 山本靖一  副委員長 野原　修  委　　員 藤浦雅彦
委　　員 木村勝彦  委　　員 原田　平 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　小山和重 同部次長　吉田和生
都市計画課長　新留清志　　同課参事　三輪　知広　　同課参事　磯崎秀彦　
公園みどり課長　西村克己　建築課長　林　弘一
土木下水道部長　藤井義己　同部次長兼下水道事業課長　渡辺勝彦
同部参事兼道路管理課長　堀　和夫　同部参事兼下水道業務課長　石川裕司
道路管理課参事　川上昭人　道路交通課長　山本博毅
水道部長　宮川茂行　　

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２４年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分
議案第１８号　摂津市自転車安全利用倫理条例制定の件
議案第３３号　摂津市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　５号　平成２４年度摂津市公共下水道事業特別会計予算
議案第１２号　平成２３年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
議案第　２号　平成２４年度摂津市水道事業会計予算
議案第１０号　平成２３年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）
議案第２０号　摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事監督

者及び水道技術管理者の資格を定める条例制定の件
議案第３７号　摂津市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第３８号　摂津市水道事業の給水等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　おはようございます。

ただいまから建設常任委員会を開会しま

す。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　今日は足元の悪い中、委員

会を開催いただきまして、ありがとうご

ざいます。

　本会議のほうでは、代表質問も終わり

ましたが、いよいよ各論に入ってまいり

ます。どうか慎重審査の上、ご可決いた

だきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

　一たん退席させていただきますが、ど

うぞ最後までよろしくお願いします。

○山本靖一委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は原田委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　議案第１号所管分、及び議案第９号所

管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　それでは、議案

第１号、平成２４年度摂津市一般会計予

算のうち、土木下水道部にかかわります

部分につきまして、目を追って主なもの

について、補足説明をさせていただきま

す。

　まず歳入でございますが、３０ページ

をお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料では、節３、ク

リーンセンター使用料は、（仮称）吹田

貨物ターミナル駅の建設工事用車両がク

リーンセンター敷地内を通行することに

伴い、独立行政法人鉄道建設運輸施設整

備支援機構から徴収する使用料と、関西

電力の電柱などの占用料でございます。

　目４、農林水産業使用料では、節１、

水路使用料は、大阪ガスなどの法定外水

路占用料でございます。

　目５、土木使用料では、節１、道路使

用料は、道路占用料でございます。

　節４、駐車場使用料は、自動車及び自

転車駐車場の使用料と駐車場用地使用料

でございます。

　３２ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料では、節１、総務手数料のうち、

下から２行目の諸証明手数料は、道路幅

員証明手数料でございます。

　目２、衛生手数料では、節５、し尿処

理手数料は、し尿処理及び浄化槽汚泥の

処分に係る手数料並びに浄化槽清掃業及

び一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数

料でございます。

　３４ページ、目３、農林水産業手数料

では、節２、明示手数料は、水路敷地境

界明示手数料でございます。

　目４、土木手数料では、節１、明示手

数料のうち、上から１行目の道路敷地境

界明示手数料と、下から２行目の自転車・

自動車駐車場の明示手数料でございます。

　３６ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助

金では、節１、交通対策費補助金は、千

里丘三島線道路改良工事補助金、節２、

地籍調査費補助金は、都市再生地籍調査

委託補助金、節３、道路橋りょう費補助
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金は、橋梁長寿命化修繕計画の策定に係

る社会資本整備総合交付金でございます。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金では、

節２、地籍調査費補助金は、都市再生地

籍調査委託補助金でございます。

　４８ページ、項３、委託金、目２、土

木費委託金、節１、土木管理費委託金で

は、河川環境整備工事委託金と、鶴野橋

外ポンプ管理委託金、自転車等移動保管

業務委託金でございます。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入では、節１、土

地建物貸付収入のうち、下から１行目、

道路交通課分は、摂津交通安全自動車協

会への土地貸付収入でございます。

　５６ページ、款１９、諸収入、項４、

目２、雑入では、節１、雑収入のうち、

上から１６から２３行目にかけまして、

電力売却収入、有線音楽放送施設に係る

道路及び水路の占用料相当額支払金、自

転車等移動保管料、自転車等鉄屑処分金

と放置自転車対策協力金でございます。

　続きまして歳出でございます。

　１２２ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目１、

清掃総務費では、節９、旅費、し尿処理

事務などに係る普通旅費でございます。

　１２４ページ、目３、し尿処理費では、

その主なものとしまして、節７、賃金は

クリーンセンターの臨時職員の賃金でご

ざいます。節１１、需用費は、クリーン

センターの消耗品費、光熱水費、修繕料

などでございます。節１３、委託料は、

クリーンセンターの管理及びし尿収集に

係る委託料でございます。

　１２６ページ、節１９、負担金、補助

及び交付金は、正雀終末処理施設の維持

管理負担金及び整備負担金でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、し

尿くみ取り世帯数の減少に伴うし尿収集

業者への補償金でございます。

　１３０ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目４、農業水路費では、

農業水路の維持管理に係る経費で、その

主なものとしまして、節７、賃金は、地

元農業関係者による水路の樋守、及びゲー

トの管理に係る賃金でございます。

　節１１、需用費は、農業施設の光熱水

費と修繕料などでございます。節１３、

委託料は、河原樋ポンプ場ほか１件の管

理業務委託料でございます。

　節１５、工事請負費は、農業水路に係

る用水側溝改良工事でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

水路整備事業などの実施に伴う融資資金

の償還金負担金、及び神安土地改良区負

担金などでございます。

　１３６ページ、款７、土木費、項１、

土木管理費、目１、土木総務費では、そ

の主なものとしまして、節１３、委託料

は、道路台帳の電子化を進める地理情報

システム整備委託料と、土木施設の維持

に係る土木維持作業業務委託料などでご

ざいます。節２８、繰出金は、公共下水

道事業特別会計への繰出金でございます。

　目２、交通対策費では、その主なもの

としまして、節１１、需用費は、道路反

射鏡定期修繕事業費などでございます。

　節１３、委託料は、駐車場管理委託料、

放置自転車等移動委託料、自転車利用者

指導委託料、及び公共施設巡回バス運行

管理業務委託料でございます。節１５、

工事請負費は、道路反射鏡設置工事と交

差点改良工事でございます。

　１３８ページ、節１９、負担金、補助

及び交付金は、その主なものとしまして、

市内巡回バス補助金などでございます。

　続きまして、項２、道路橋りょう費、

目１、道路橋りょう総務費では、その主
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なものとしまして、節１３、委託料は、

千里丘駅前広場管理委託料、モノレール

駅前広場管理委託料、摂津市駅駅前広場

管理委託料と都市再生地籍調査業務委託

料でございます。

　１３８ページから１４０ページにかけ

まして、目２、道路維持費では、その主

なものとしまして、道路管理に係る維持

管理経費のほか、節１３、委託料の市内

環境維持業務委託料などでございます。

　節１５、工事請負費は、道路維持工事

の事業費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

建築基準法に基づいて中心高低部分が発

生する狭隘道路の整備への助成金でござ

います。

　目４、交通安全対策費では、その主な

ものとしまして、節１５、工事請負費は、

千里丘三島線道路改良事業や交通バリア

フリー整備事業としての、歩道段差切り

下げ工事などの交通安全対策工事の事業

費でございます。節１７、公有財産購入

費は、市道千里丘三島線の土地購入費で

ございます。

　１４０ページ、項３、水路費、目１、

排水路費では、その主なものとしまして、

節１１、需用費は、排水路施設の光熱水

費と修繕料などでございます。

　節１３、委託料は、排水路やポンプ場

などの維持管理に係る委託料でございま

す。

　節１５、工事請負費は、排水路に係る

雑工事でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

番田水門設置に伴う内水対策事業の建設

負担金、府営まちづくり整備事業として、

大阪府が実施している番田水路の樋門改

修などの事業償還金負担金、及び安威川

左岸ポンプ場維持管理負担金でございま

す。

　１５６ページ、款８、項１、消防費、

目３、水防費では、その主なものとしま

して、節１６、原材料費は、水防資材の

購入費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金では、

その主なものとしまして、淀川右岸水防

事務組合に対する負担金と、安威川ダム

の建設に係る安威川ダム水特法第１２条

に基づく負担金などでございます。

　以上、議案第１号、平成２４年度摂津

市一般会計予算のうち、土木下水道部に

かかわります内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２３年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）の

うち、土木下水道部にかかわります部分

につきまして、目を追って、主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、１４ページ

をお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料では、節１、道

路使用料は、道路占用料の増加を見込み、

増額となるものでございます。

　１６ページ、節４、駐車場使用料は、

市立自動車駐車場の利用者の減少を見込

み減額となるものでございます。

　１８ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助

金では、節２、地籍調査費補助金は、都

市再生地籍調査業務委託料が確定したこ

とにより、減額となるものでございます。

　２０ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金では、

節２、地籍調査費補助金は、都市再生地

籍調査業務委託料が確定したことにより、

減額となるものでございます。節３、交

通対策費補助金は、防犯カメラ設置補助

金で、防犯カメラの設置箇所数が確定し

たことにより、減額となるものでござい
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ます。

　項３、委託金、目２、土木費委託金、

節１、土木管理費委託金では、河川環境

整備工事委託料が確定したことにより、

減額となるものでございます。

　２４ページ、款１９、諸収入、項４、

目２、雑入では、節１、雑収入のうち、

下から２行目、道路管理課の供託還付金

は、東別府２丁目の道路敷所有権移転登

記請求事件に先立ち、行いました仮処分

の供託金の還付であり、訴訟費用取戻金

は、同判決により確定しました訴訟費用

でございます。

　続きまして、歳出につきましてご説明

申し上げます。

　５４ページ、款４、衛生費、項２、清

掃費、目３、し尿処理費では、節１１、

需用費は、クリーンセンターの消耗品が

年度末見込みにより、減額となるもので

ございます。節１３、委託料は、クリー

ンセンターの臭気測定委託料及び樹木管

理委託料などが確定したことにより、減

額となるものでございます。

　５６ページ、節１６、原材料費は、ク

リーンセンターの補修用材料費が年度末

見込みにより、減額となるものでござい

ます。節１９、負担金、補助及び交付金

は、正雀終末処理施設に係る維持管理負

担金で、年度末見込みにより、減額とな

るものでございます。節２２、補償、補

填及び賠償金は、し尿くみ取り世帯の減

少に対する業者への補償で、前年で減少

世帯数が確定したことにより、減額とな

るものでございます。

　款５、農林水産業費、項１、農業費、

目４、農業水路費では、節１９、負担金、

補助及び交付金は、神安土地改良区への

負担金で、鳥飼八町水路及び鳥飼水路の

安全策設置工事などの金額が確定したこ

とによる減額のほか、農地転用時の決済

金により、神安土地改良区が繰上償還し

たことに伴い、地盤沈下対策事業償還金

負担金が、減額となるものでございます。

　５８ページ、款７、土木費、項１、土

木管理費、目１、土木総務費では、節２

８、繰出金は、公共下水道事業特別会計

繰出金が、年度末見込みにより減額とな

るものでございます。

　目２、交通対策費では、その主なもの

としまして、節１１、需用費で、道路反

射鏡定期修繕料が確定したことにより、

減額となるものでございます。

　６０ページ、節１３、委託料は、放置

自転車等移動委託料などが確定したこと

により、減額となるものでございます。

　節１５、工事請負費は、交通安全対策

工事の金額が確定したことにより、減額

となるものでございます。節１８、備品

購入費は、防犯カメラの設置箇所数が確

定したことにより、減額となるものでご

ざいます。

　項２、道路橋りょう費、目１、道路橋

りょう総務費では、その主なものとしま

して、節１３、委託料は、駅前広場管理

委託料、モノレール駅前広場管理委託料、

摂津市駅駅前広場管理委託料、都市再生

地籍調査業務委託料、現況平面図等修正

及び認定道路網図作成委託料などが確定

したことにより、減額となるものでござ

います。

　６２ページ、目２、道路維持費では、

その主なものとしまして、節１３、委託

料は、街路樹剪定委託料などが確定した

ことにより、減額となるものでございま

す。節１５、工事請負費は、道路維持工

事の金額が確定しことにより、減額とな

るものでございます。節１９、負担金、

補助及び交付金は、狭隘道路整備助成金

の助成金が年度末見込みにより、減額と

なるものでございます。
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　目４、交通安全対策費では、その主な

ものとしまして、節１１、需用費は、千

里丘三島線道路改良事業修繕料が、工事

実施まで至らなかったため、全額減額と

なるものでございます。節１５、工事請

負費は、交通安全対策工事の金額が確定

したことにより、減額となるものでござ

います。節２２、補償、補填及び賠償金

は、移転補償費について金額が確定した

ことにより、減額となるものでございま

す。

　項３、水路費、目１、排水路費では、

その主なものとしまして、節１３、委託

料は、ポンプ場設備保守点検委託料が確

定したことにより、減額となるものでご

ざいます。

　７０ページ、款８、項１、消防費、目

３、水防費では、節１９、負担金、補助

及び交付金は、安威川ダム水特法第１２

条負担金の総負担額の見直しによる減額

のほか、河川協会負担金、淀川右岸治水

促進期成同盟負担金が確定したことによ

り、減額となるものでございます。

　以上、議案第９号、平成２３年度摂津

市一般会計補正予算（第４号）の土木下

水道部にかかわります内容の補足説明と

させていただきます。よろしくお願いい

たします。

○山本靖一委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　それでは補足説明

をさせていただきます。

　議案第１号、平成２４年度摂津市一般

会計予算所管分のうち、都市整備部にか

かわる部分につきまして、目を追って、

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。

　まず歳入でございますが、予算書の３

０ページをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料、節３、公園使

用料は、関西電力株式会社の電柱などの

公園占用料でございます。

　次に３４ページをお開き願います。

　項２、手数料、目４、土木手数料、節

１、明示手数料のうち、都市計画道路敷

地境界明示手数料と、公園明示手数料で

ございます。節２、優良宅地等認定手数

料は、租税特別措置法に基づく優良宅地

等認定手数料でございます。節３、都市

計画手数料は、用途地域証明など諸証明

手数料でございます。

　次に３６ページをお願いします。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節４、都

市計画費補助金は、耐震診断補助金、耐

震改修補助金、及び住宅マスタープラン

交付金でございます。

　次に４６ページをお願いします。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目６、土木費府補助金、節１、都市計画

費補助金は、その内訳としまして、府景

観条例事務取扱交付金、耐震診断補助金、

耐震改修補助金、及び府自然環境保全条

例事務取扱交付金でございます。節３、

権限移譲交付金は、建築課と都市計画課

分でございます。

　次に４８ページをお願いします。

　項３、委託金、目２、土木費委託金、

節２、都市計画費委託金のうち、建築基

準法施行事務取扱委託金、都市計画法施

行事務取扱委託金、都市計画基礎調査委

託金、及び大阪府福祉のまちづくり条例

委任事務委託金でございます。

　次に５０ページをお願いします。

　款１８、繰入金、項２、基金繰入金、

目５、緑化基金繰入金、節１、緑化基金

繰入金は、さくらづつみ事業などへの緑

化基金繰入金でございます。

　次に５６ページをお願いします。

　款１９、諸収入、項４、雑入、目２、
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雑入、節１、雑収入は、上から１１行目、

都市計画課の都市計画図売却収入と建築

課の建築確認申請者負担金でございます。

　次に歳出でございますが、予算書の１

４２ページをお開き願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、節１、報酬は、

緑化推進嘱託員報酬及び都市計画審議会

委員報酬でございます。

　次に１４４ページをお開き願います。

　節７、賃金は、緑化推進員賃金で、節

８、報償費、節９、旅費、節１１、需用

費、並びに節１２、役務費は、事務執行

にかかわる経費でございます。節１３、

委託料は、工事積算システム保守委託料、

ＧＩＳシステム保守管理委託料、緑の基

本計画改定業務委託料、住宅マスタープ

ラン作成業務委託料、及び都市計画マス

タープラン策定委託料でございます。

　節１４、使用料及び賃借料は、電子複

写機レンタル料とＧＩＳシステム借上料

でございます。節１８、備品購入費は、

庁用器具費で都市計画法第２９条開発許

可の権限移譲に係るＯＡ機器の購入費で

ございます。

　次に１４４ページから１４８ページに

かけまして、節１９、負担金、補助及び

交付金は、摂津市既存民間建築物耐震診

断補助金、耐震改修補助金、大阪府都市

計画協会負担金、大阪府都市計画街路事

業促進協議会負担金、大阪中央環状モノ

レール建設促進会議負担金、大阪府開発

指導行政協議会負担金、大阪府市町村営

繕主務者会議負担金、大阪建築物震災対

策推進協議会負担金、大阪市市街地再開

発促進協議会負担金、大阪府景観形成誘

導推進協議会負担金、及び大阪都市公園

協議会負担金でございます。

　節２７、公課費は、公用車両の車検に

伴う自動車重量税でございます。

　次に目２、街路事業費、節８、報償費、

節９、旅費及び節１１、需用費は、都市

景観事業に伴います都市景観審議会委員

並びに都市景観アドバイザー委員会、及

び新在家鳥飼上線道路整備事業に係る事

務執行経費でございます。

　節１２、役務費は新在家鳥飼上線道路

整備事業の用地買収に伴う不動産鑑定評

価などに係る手数料と、都市景観事業の

市民協働による活動に伴う保険料でござ

います。節１３、委託料は、新在家鳥飼

上線道路整備事業の用地買収に伴います、

物件補償算定委託料でございます。

　節１４、使用料及び賃借料は、都市景

観事業に係る市民協働によるチューリッ

プアート活動支援に伴います、自動車借

上料などでございます。

　次に目３、緑化推進費では、その主な

ものとしまして、節１５、工事請負費は、

新幹線公園から鳥飼八町までの区間で、

さくらづつみ事業における、桜の植栽工

事でございます。節１６、原材料費は、

花いっぱい活動に対する助成をはじめ、

市内花壇などの育苗用の肥料、土、花の

苗や樹木の購入費などでございます。

　次に１４８ページをお開き願います。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

摂津市緑化推進連絡会補助金でございま

す。

　次に目４、公園管理費では、その主な

ものとしまして、節１１、需用費は、公

園などの光熱水費及び修繕料でございま

す。

　節１３、委託料は、公園など施設の機

能維持を図るための公園管理委託料と、

公園等砂場消毒清掃委託料と、公園遊具

点検業務委託料、工事設計等委託料、及

び公園台帳作成委託料でございます。

　節１５、工事請負費は、公園整備工事

及び防災ベンチ設置工事でございます。
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　節１６、原材料費は、公園の維持管理

に係る砂場の砂、樹木などの補修用材料

費でございます。

　節１７、公有財産購入費は、別府公園

の整備面積拡大に伴う土地購入費でござ

います。

　節１８、備品購入費は、機械器具、及

び防災器具の購入費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

ちびっこ広場を管理している団体に対す

る管理補助金でございます。

　以上、都市整備部所管分の予算内容の

補足説明とさせていただきます。

　続きまして議案第９号、平成２３年度

摂津市一般会計補正予算（第４号）所管

分のうち、都市整備部にかかわる部分に

つきまして、目を追って、主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、１４ページ

をお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料、節３、公園使

用料は、公園占用件数が増加したことに

より、増額となるものでございます。

　次に、１６ページをお願いします。

　項２、手数料、目４、土木手数料、節

１、明示手数料は、公園明示申請があっ

たことにより、増額となるものでござい

ます。

　次に１８ページをお願いします。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節１、都

市計画費補助金のうち、耐震診断補助金、

及び耐震改修補助金は、事業の確定によ

り減額いたすものでございます。

　次に２０ページをお願いします。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目６、土木費府補助金、節１、都市計画

費補助金は、府景観条例事務取扱交付金

が執行経費の増加により増額となり、耐

震診断補助金、及び耐震改修補助金は、

事業費の確定により減額いたすものでご

ざいます。

　次に歳出でございますが、６４ページ

をお開き願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、節１、報酬、

節９、旅費、節１１、需用費、及び節１

２、役務費は、都市計画審議会を今年度

開催しなかったことにより、減額いたす

ものでございます。

　節１３、委託料では、主なものといた

しまして、ＪＲ千里丘駅西口エレベーター

設置事業において、ＪＲ西日本及び鉄道

運輸機構との間で、設置位置の決定に伴

う支障物件の確認や、費用負担割合など

の協議が継続中でありますことから、今

年度実施設計業務委託を見送ったことに

より、減額いたすものでございます。

　節１４、使用料及び賃借料は、電子複

写機レンタル料、及びＧＩＳシステム借

上料の執行差金でございます。節１９、

負担金、補助及び交付金は、摂津市既存

民間建築物耐震診断補助金、及び耐震改

修補助金が、事業費の確定により減額い

たすものでございます。

　節２５、積立金は、緑化基金積立金を

寄附金により増額いたすものでございま

す。節２７、公課費は、公用車両車検時

の自動車重量税の確定により、減額いた

すものでございます。

　６４ページから６６ページにかけまし

て、次に目２、街路事業費では、節８、

報償費は都市景観事業にかかわる執行差

金でございます。節９、旅費、節１１、

需用費、節１２、役務費、節１３、委託

料は、新在家鳥飼上線道路整備事業にか

かわる経費の執行差金でございます。

　次に目３、緑化推進費では、節１１、

需用費は、光熱水費が水道使用料の減少
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に伴い減額いたすものでございます。

　次に目４、公園管理費では、節８、報

償費は報償金が当初見込んでいた人員を

確保できなかったことにより、減額いた

すものでございます。

　節１２、役務費は、保険料が防災管財

課へ一括加入のために不用になったこと

により、減額いたすものでございます。

　節１３、委託料は、公園遊具点検委託

料、公園管理委託料、案内板設置委託料、

及び公園台帳作成委託料の執行差金によ

り減額いたすものでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

ちびっこ広場管理補助金の交付団体の減

少により、減額いたすものでございます。

　以上、都市整備部所管分の補正予算の

内容の補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり質疑に

入ります。

　原田委員。

○原田平委員　説明をいただきまして、

理解をしている部分もございますので、

若干省略をしながら、質問いたしたいと

思います。

　最初に、従前から市営駐車場の料金問

題について、ご提起を申し上げておった

ところでございますが、今回、後ほど審

査されます条例改正等もあるんですけれ

ども、自動車駐車場におきましては、平

成２３年度と平成２４年度と同じ歳入に

なっております。そして自転車駐車場は

若干増えておりますが、委託料として１

億３，４７０万８，０００円の執行予定

でございます。

　これまで経費の節減ということで、料

金支払いの機械化を徹底してほしいとい

う要望への取り組みもなかなか進んでお

らない状況でありますが、そういった取

り組みを踏まえて、お考えをお聞きした

いと思います。

　２番目に、千里丘三島線の道路改良事

業でございますが、土地購入費１億６，

８００万円、工事４，２００万円、手数

料３００万円、測量費で１００万円とい

うことであります。その財源内訳が国・

府で１億３５３万円、市債で９，５８０

万円、そしてその他で１，１００万円。

一般財源として４６７万円とあります。

　これにつきまして、平成２３年１０月

に中期財政見通しを立てられまして、取

り組みの状況があるわけでございますが、

このときに出されました事業計画等によ

りますと、かなり変わってきているよう

に思います。特に、平成２４年度につい

ては大幅な変更であろうかというふうに

も思いますが、その辺のご説明をいただ

きたいと思います。

　３番目に、新在家鳥飼上線道路整備事

業でありますが、補正予算において減額

がされています。道路等詳細測量設計委

託料で５００万円という減額がなされて

きております。この点について詳しくお

聞きいたしたいと思います。

　４番目に、住宅マスタープランの策定

でありますが、継続的な市営住宅の整備

改修、民間住宅の耐震化、バリアフリー

化の推進等あるわけでございますが、い

ろんな状況を踏まえて、どのようなマス

タープランになっていくのか、考えをお

聞きいたしたいと思います。

　５番目に、排水管及び水路しゅんせつ

委託料として８７０万円の計上でござい

ますが、これは私のほうから指摘をいた

しまして、従来の賃金支払いのあり方を

変えるべきだということで、平成２３年

度から変更していただきまして、委託料

になったわけでございますが、平成２４

年度の取り組みについてお聞きいたした

いと思います。

　６番目に、メモリアルホールがありま
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すが、その東側に道路敷があります。こ

れについて、改良を加えて、車の進入等

が図れるように、そういう道路形態の変

更を考えてはどうかと考えるんですが、

担当の対応をお聞きいたしたいと思いま

す。

　７番目に、市街化調整区域の市街化区

域への編入について、平成２４年は今後

どのような取り組みをされようとしてい

るのか、お尋ねいたしたいと思います。

　８番目に、補正予算で、先ほど説明が

ありましたが、ＪＲ千里丘駅西口のエレ

ベーターの設置実施の設計業務委託料で

１，５５６万円の減額をされました。平

成２４年度の中にも計上はされておられ

ません。そういった状況で、この問題に

ついてどのようになっているのか、お尋

ねいたしたいと思います。

　８番目に、都市再生地籍調査事業で、

平成２３年度はかなり減額がされました。

２５３万円の減額であります。そんな状

況で、当初４００万円の利用計画であっ

たわけでありますが、これについての取

り組みと、平成２４年度の状況について、

お尋ねいたしたいと思います。

　９番目に、防犯カメラ設置補助金とし

て３６０万円の減額であります。大阪府

からの補助金を得ながら、地域の安心・

安全を守るための施策として、補助金が

出ておるわけですけれども、これについ

て平成２３年度、どのような形で取り組

まれたのか、お尋ねいたしたいと思いま

す。

　１０番目に、公園管理の委託料として、

これは決算で申し上げましたが、公園の

除草、この間、代表質問において森内議

員が公園のあり方についてご質問されて

おられました。私は、決算のときに、除

草の回数が非常にアンバランスであると

いうことで、やはり１回刈り、２回刈り、

３回刈りということが公園によって差が

あるということで指摘もいたしまして、

改善を求めたところでありますが、平成

２４年度はどのような状況になっている

のか、お尋ねいたしたいと思います。

　１１番目に、別府公園の整備計画につ

いてでありますが、公園整備工事として

１，５００万円、工事設計等委託料とし

て３４６万５，０００円、防災ベンチの

設置工事として２１０万円が出ています。

これについて内訳、考え等についてお尋

ねいたしたいと思います。

　１２番目に、安威川ダムの水特法第１

２条の負担金において、かなり減額をさ

れまして、当初９９９万円の計上が４９

９万５，０００円の減額となりました。

さらに平成２４年度は４９９万５，００

０円、平成２３年度と同額であります。

これに至った経過についてお尋ねをいた

したいと思います。

　１３番目に、正雀駅前道路改良事業で

ありますが、これも昨年の１０月中期財

政見通し計画の中に総額１１億９，３０

０万円の事業費を見込んでおられますが、

なかなか進まないのが現状でありますが、

その取り組みと考え方について、お尋ね

いたしたいと思います。

　１４番目に、橋梁長寿命化修繕事業と

して、予算が計上されていますが、これ

についてのお考えをお聞きいたしたいと

思います。これにつきましても、中期財

政見通しの中で、事業計画が出されてお

りますが、かなりのアンバランスという

のですか、取り組みの状況が見られると

思いますので、これについてのお考えを

お聞きいたしたいと思います。

　１５番目に、地理情報システム整備事

業として、８，３６９万４，０００円の

執行予定でありますが、道路台帳の電子

化ということでありますが、これについ
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ての補助金等の関係が出ておらなかった

ように思うんですけれども、お尋ねいた

したいと思います。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　それでは、原

田委員のご質問に答弁をさせていただき

ます。

　質問内容の中の５番目のしゅんせつ賃

金の問いと、あとは１２番目の安威川ダ

ムの水特法の関係のお問いに対して、ご

答弁をさせていただきます。

　排水管及び水路しゅんせつ委託料８７

０万円の内容でについて、この委託料に

つきましては、市内の水路の維持管理の

ために、しゅんせつ業者と単価契約を結

ぶ中で、排水路の機能を回復するための

委託料として計上させていただいている

内容でございます。

　以前から、原田委員からご指摘をちょ

うだいしておりました地区で、用水の開

始前及び中間、後半という形の中で、水

路のしゅんせつに携わっていただいた方々

に対するしゅんせつ賃金として、個人へ

の支払いになるので、源泉徴収が必要で

はないかというご指摘をちょうだいして

おりましたものですから、その内容で平

成２３年度は、今の実行組合などの団体

への負担金という形で、お支払いをさせ

ていただいております。平成２４年度に

つきましても、予算書の１３１ページの、

しゅんせつ負担金という形で１８０万円

あげさせていただいておりますのが、以

前、しゅんせつ賃金という形から変更さ

せていただいている内容となってござい

ます。

　それから、安威川ダムの水特法の関係

でございます。平成２３年度は補正予算

で減額とさせていただいております。そ

れは平成２３年度、この水特法の負担金

という形で周辺整備の総額、これの協定

書の変更がなされました。以前１７億８，

８００万円から総額が１２億３，３００

万円の費用という形になりまして、本市

負担額が１億７，８６２万１，２００円

から１億２，３１７万７，０００円とい

う形の額変更となってございますので、

それに伴いまして、平成２３年度から減

額という形になってございます。

　平成２４年度も同じような形で減額す

る中で、４９９万５，０００円の計上を

させていただいております。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　原田委員のご質問

に答弁申し上げます。

　まず１番目の自動車駐車場の使用料金

が平成２３年度と平成２４年度、同じ歳

入になっているという件ですけれども、

平成２３年度、今回の補正予算でも減額

をさせていただいてはおりますけれども、

今回、条例改正をお願いしておりまして、

料金を下げることによって、利用者の利

便性を向上して、使用料が増えるという

ことで、平成２３年度と同額を計上させ

ていただいております。

　また、駐車場管理委託料１億３，４７

０万８，０００円ということなんですけ

れども、車路の問題でありますとか、料

金システムにつきましても、今、経費削

減に向けて検討してまいりたいと思って

おります。

　次に、２番目の千里丘三島線道路改良

事業の中期財政見通しで、記載が異なる

ということなんですけれども、平成２３

年１０月の時点で、そのときの情勢で記

載されたものでございまして、その時点

では、その情勢で先送りにしたというこ

とで、平成２５年度欄に今の状況と２億

１，２００万円と書いてございますけれ

ども、今年度２億１，４００万円を次年

度に送って、記載していったものでござ
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います。

　９番目の防犯カメラ補助金３６０万円

の減額についてでございますが、当初４

６か所、１か所平均３０万円を想定して、

１，３８０万円で計上させていただいて

おりましたけれども、所轄の摂津警察署

の生活安全課のご協力を得まして、設置

箇所それぞれの自動車駐車場であります

とか、自転車駐車場、一緒に回っていた

だいて、設置場所を選んでいただきまし

た。その中で箇所数が４６から２９か所

に減ってございます。その中で、１か所

当たりということではなくて、それぞれ

額を算出しまして、出た額につきまして

３６０万円減額したものでございます。

　１３番目の正雀駅前道路改良事業につ

いては、先ほどと同じように中期財政見

通しとの違いなんですけれども、そのと

きも情勢を見まして、全体額で２億１，

０００万円計上いたしておりますけれど

も、現在、進捗状況としまして、積極的

にはまだ用地買収も今回、計上させてお

りませんけれども、今年度、平成２３年

度に買収した部分の仮整備部分でありま

すとか、将来に向けての測量費手数料を

今回計上させていただいております。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　まず、３番目のご

質問に答弁させていただきます。

　新在家鳥飼上線道路整備事業について、

補正予算で道路等詳細測量設計委託料で

５００万円減額している点につきまして

は、当初、１，３００万円道路の実施設

計や、路線測量、用地の確定測量を計上

しておりました。その分が一定確定しま

したので、５００万円を減額しておりま

す。

　それから、７番の市街化調整区域から

市街化区域への編入は考えてないのかと

いうことでございますが、本市におきま

しては、鳥飼八町地域が市街化調整区域

になっておりますが、現在のところ、市

街化区域への編入については考えておら

ないという状況でございます。

　それから、８番目のＪＲ千里丘駅西口

エレベーターにつきまして、平成２４年

度は予算計上されておらず、どのような

内容になっているかということでござい

ますが、先ほども部長から説明がありま

したが、現在ＪＲ千里丘駅西口エレベー

ターの設置につきましては、ＪＲ西日本、

鉄道運輸機構、本市との間で設置位置の

支障物件の確認や費用負担などが協議中

でありますことから、予算は計上してお

りません。

　ただ、予算書の８ページに、平成２４

年度から平成２７年度までの債務負担行

為としまして、限度額２億６，０００万

円を上げさせていただいております。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　原田委員の４番目のご質

問にお答えさせていただきます。

　住宅マスタープランで民間住宅がどの

ようになってきているかというご質問で

ございますが、住宅マスタープランは、

国が平成６年制定の公営住宅等関連事業

推進事業制度要綱に基づき、市町村が策

定できるもので、住宅政策の目標を明ら

かにするとともに、住宅政策を総合的か

つ計画的に推進するための施策の展開方

向を示すものであります。

　現住宅マスタープランは、平成９年に

策定され、長期的な目標年次である平成

２２年度も経過しておりますが、国や府

の住生活基本法との整合を図るとともに、

上位計画である第４次摂津市総合計画と

も連携して、策定することが必要であり

ますので、平成２４年度に委託するもの

であります。

　主な項目といたしましては、計画的な
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市営住宅の整備、改善や民間住宅の耐震

化、バリアフリー化の推進、さらに良好

な住宅供給の促進策等、検討を行うこと

としております。人口の減少や少子高齢

化社会の到来、大規模災害等への安全性

や生活環境への意識の高まり、ライフス

タイルやニーズの多様化等、住宅、住環

境を取り巻く社会情勢は大きく変化して

おり、これらの変化に対応した新たな住

宅政策の指針が必要となるため、今回住

宅マスタープランを策定するものでござ

います。

　なお、住宅マスタープラン作成につき

ましては、社会資本整備総合交付金を活

用して、業務委託するものでございます。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　それでは、まず

６番目のメモリアルホール東側の道路、

これに改良を加えて、車が通れるように

したらどうかという質問について答弁さ

せていただきます。

　この道路の現状を見てみますと、東別

府１号線、堤防につけております道路と、

約４０センチから６０センチ段差ができ

ております。それでまず、この道路を車

が通るようにするためには、今の現況を、

東側の道路をかさ上げしなければいけな

い。隅切りもございますので、それも拡

幅が必要になってくるかという考えを持っ

ております。

　また、今度、東別府１号線でも、歩道

に道路が出ることがありまして、そこら

辺の安全対策、前後の切り下げ、段差切

り下げという形も出てきますので、その

ようないろいろな改良の条件が必要になっ

てくると思っております。

　ただ一番心配になってくるのは、歩道

だけあるところに、新たに出入り口とい

いますか、道路を接続する場合、安全性

が一番重要になってくるのではないかと

いうこともありますので、これは慎重に

検討していきたいと思っているところで

ございます。

　その次に、８番目の都市再生地籍調査

事業の件でございます。

　平成２３年度の地籍調査の工事請負金

額は、１４７万円ということで、当初予

算で４００万円を組んでおりましたが、

半分以上の減額ということになっていま

す。これにつきましては、入札による執

行差金となっております。それに伴いま

して、国費の対象額３００万円、これは

満額が補助対象額となりまして、負担額

は１４７万円の半額の７３万５，０００

円が国の補助、その半額の３６万７，５

００円が府の補助になります。私どもの

市の持ち出し分は３７万円となっており

ます。

　来年度、平成２４年度につきましては、

少しでも国の補助対象額を大きくしてい

ただきたいということも申し出ましたの

で、わずかながらですが、１割増額の３

３０万円の国費の補助対象額という形で

予算を組んでおります。

　これにつきまして、来年度は、別府の

地域について継続して調査を続けていき

たいと考えております。

　１４番目の梁長寿命化計画についてで

ございます。長寿命化するには、事業費

の平準化ということもご指摘があったか

と思います。そういうことも考えまして、

現状を報告させていただきますと、今年

度、これは事業成果はございませんでし

たが、方針転換に基づきまして、平成２

１年度に保守点検をやっております。危

ないと言われてました柳田歩道橋、その

補修工事を今やっているところでござい

ます。

　来年度、平成２４年度につきましては、

本格的に長寿命化の計画、補修計画の計
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画を立てていきたいと、補修計画を出す

事業費として、６００万円。平成２５年

度は事業計画に基づき、その理由づけが

できますので、危ないところ、ここが必

要だということを研究しまして、実際に

行い、補修計画の委託を行っていきます。

　それにつきましては、その後、平成２

６年、これから大体４，０００万円をも

ちまして補修工事、修繕工事をやってい

きたいと思っています。

　ただ、平成２８年度に４，８００万円

という計上をしておりますのは、長寿命

化をするときの一番最初の点検というの

が、平成２１年度に行いました保守点検

工事です。国の基準でいきますと５年後

で見直すということになって、その点、

平成２６年度に追加の８００万円という

形であげております。

　ただ、国費の一般財源ばかり計上して、

国費の補助金というのが割と少ないと考

えられますが、これにつきましては、私

どものほうで極力国費でできるように予

算の補助対象枠の拡大を求めてまいりた

いと思います。

　１５番目の地理情報システム整備事業

についてでございます。

　この予算は、雇用創出事業という形で、

大阪府の基金を利用して行っています。

　この基金というのは１００％補助とい

う形でございまして、予算書の４２ペー

ジ、総務費府補助金という形でありまし

て、その中の緊急雇用創出基金事業補助

金という形で、総括して計上していると

ころでございます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　それでは、原田

委員の１回目の質問にお答えいたします。

　まず１０番目の公園管理の委託料の中

の除草についてでございますけれども、

これまで大正川とか、安威川などの河川

敷、これにつきましては、草の繁茂が早

く、イベントなどもございますので３回

という形で、他の公園につきましては、

１回ということで、使用頻度の多いもの

につきましては２回ということにしてま

いりました。

　平成２４年度につきましては、以前か

ら本会議や建設常任委員会でもご質問い

ただきまして、どうしても不快感がある

と。１回では不快感があるということで、

すべての公園につきまして２回というこ

とにさせていただきました。

　ただ、作業につきまして、３回をいた

しますと、暑い夏の時期に清掃しなくて

いいということでございますけれども、

まずは不快感の解消ということで、すべ

ての公園について２回ということにさせ

ていただきました。

　続きまして１１番目の別府公園の整備

につきましての内訳についてでございま

すけれども、これにつきましては、防災

面を付加する公園ということで、まずは

防災ベンチの設置工事、これにつきまし

ては、炊き出しが可能なかまどに変換で

きるベンチを４基設置するという計画と

なっております。

　それから、工事費でございますけれど

も、工事費につきましては、別府公園に

つきまして、土地購入費、これを計上さ

せていただいております。これにつきま

しては、別府公園の北西の隅の角の都市

計画決定されております部分で、まだ事

業認定がとれていない部分につきまして、

拡張する部分でございます。これにつき

まして、工事を行うものでございまして、

これにつきましては、地元の方々の意見

も取り入れまして、どのような利用がよ

いのかということを進めてまいりたいと

思います。

　これにつきましては、種々の案をお示
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しし、進めてまいりますので、手数がか

かるものと考えております。

　また、購入いたします土地につきまし

ては、公園側に対しまして、斜面になっ

ておりまして、これを維持する方策も必

要でございます。

　また、排水とか給水、電気の設備、園

路の検討、遊具の配置、再配置などにつ

いても考えなければならないものと考え

まして、別府公園につきましては、開設

から相当の期間がたっておりますので、

公園全体につきましても、見直しをして

まいりたいと考えておりまして、全体の

設計、見直しを行ってまいりたいと思い

ますので、その委託料となっております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　やはり、自動車駐車場に

ついては、料金改定が行われたというこ

とに関連して、より広くご利用いただこ

うという趣旨は非常にいいわけでありま

すが、以前から申し上げておりますよう

に、この部分については、市の一般会計

からの持ち出しが一千数百万円出ている

わけですね。何とかもうからなくてもい

いけれども、とんとんぐらいでいけるよ

うな、使用料で賄えるように、そういう

考えを出すべきだということを言ってき

たわけでありまして、機械化とか、そう

いうものを取り入れていただいて、やは

り、市の負担を少なくするということで

やらなければならない。

　ただ、その状態にはならないという状

況でありますけれども、もう一度、やる

としても費用もかかることですし、平成

２４年度はどういう取り組みをするかと

いう決意だけを聞かせていただきたいと

思います。

　橋梁長寿命化計画について、１億９，

０００万円の事業費なんですけれども、

緊急性というのは１橋だけで、それであ

と、平成２６年から４，０００万円ずつ、

平成２６年は４，８００万円ですが、４

年間で約１億６，０００万円、これの財

源というのは、すべて一般財源です。や

はり平成２４年度の段階で、その目標金

額になるには、補助金等ももらえなかっ

たら、単独でそんな費用を投資してはい

けない。例えば、簡単な錆を止めるとか、

そういうぐらいの費用だったらいいけれ

ども、橋台から、あるいは橋梁も変えて

いかなければならない。補修していかな

ければならないと、もっと費用がかかっ

てくるわけです。その辺を計画の段階で

しっかり立てておかないと、非常に厳し

い財政状況の中で、そういう財源を組み

込んでいくということは、実際どうなの

かということをやっぱりこれは問われる

んです。だから、その辺の考え、もう一

遍、出していただければありがたいと思

います。

　特に、延長１０メートル以上の橋だと

いうことですから、かなり強度等につい

ては、十分だというふうにこの前も説明

いただいているわけです。その中で、長

寿命化のためにずっと使っていくという

のは、非常に無駄な公共事業の一つにな

らないかという心配をいたしておるんで

す。これは、もう一度考えをお聞きした

いと思います。

　それから、地理情報システム整備事業

として、８，３６９万４，０００円の執

行予定でありますが、道路台帳の電子化

ということでありますので、補助金がど

うなっているかと聞いたんですけど、説

明がなかったので、答弁をいただきたい

と思います。

　正雀駅前道路改良事業も一部は改修も

されているわけでありますけれども、後々

の、この事業計画を見ますと、１１億９，

０００万円ということで、その突出する
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費用は見当たらないわけです。この段階

では、これでやり抜くんだと。例えば、

平成２７年度に向けて、すべて事業を終

えるんだという状況は、なかなか見えて

こないような感じがするんです。確かに

難しい問題でありますけれども、やはり

十三高槻線の開通が間近に来ておるわけ

ですから、そういった駅前道路の整備と

いうものをやらなければならないという

ふうに考えるんですけれども、お考えを

再度聞きたいと思います。

　千里丘三島線の道路改良事業でありま

すが、中期財政見通しでは２億１，２０

０万円ということで、平成２５年度に計

上されていますが、実質、平成２４年度

にこの事業が完了するわけでありますか

ら、平成２５年度以降の事業はどのよう

な形で今後、進めるのかというところは、

事業計画では平成２９年度までとなって

おりますので、考えについてお聞きした

いと思います。

　公園の管理については、１回のところ

を２回にしていって、不快感のないよう

に多くの市民が利用できるようにという

ことで、増やしていただきますので、若

干は改善されると思いますが、やはり状

況については、３回刈らなければならな

いところもあろうかと思いますし、駅前

等の公園で、雑草が見えているような状

況は、市民の感覚から見て、感じが悪い

と思われますので、限られた財源の中で

工夫をされて、不快感を持たない公園に

していただくように、これは要望してお

きたいと思います。

　別府公園の状況でありますが、長年たっ

ているから、利用計画を見直しをして、

全体面積の拡大をやりたいということで

ありますが、先日、私、その公園に行っ

てまいりまして、ずっと見渡したら、非

常に快適な公園で、たくさんの人がおら

れまして、利用されている状況を見まし

て、樹木については、約１００本、高木

で１００本もあります。かなり成長して、

いい公園になっております。

　広場と遊具等が設置をされるところは

分かれておりまして、広場の方は子ども

たちが野球をやったりとか、あるいはサッ

カーをやったりとか、評判になっており

ますし、遊具の方もブランコやシーソー

やすべり台、鉄棒、その他スプリング遊

具とか、たくさん設置されているし、ベ

ンチも８台ありました。藤棚もあります

し、非常にいい公園だと感じました。

　そういう中で、一部、土地開発公社の

持っておられるところをしていこうとい

うことですが、西のほうだというふうに

思っておりますが、ここにもかなり木は

植わっておりまして、非常にすばらしい

環境の公園だというふうに感じたわけで

あります。そこを１，５００万円、約２，

０００万円をかけてやろうということで

ありますが、触らずにいけるんじゃない

かというふうな直感を得たわけでありま

す。あれだけ大きく繁茂した木が歩道沿

いの際にありますので、非常にＣＯ２削

減対策にもいいし、そんな状況を変えて

いくということについては、いかがなも

のかというふうに感じるわけであります。

　その辺、私の意見に対しての考え等が

あれば、お聞きしたいと思います。やる

んだということであれば、その方向で考

えをお聞きします。

　新在家鳥飼上線の工事、５か年計画で

やるということでありまして、前倒しを

１年でもしながら、早く交通安全対策を

やるべきだと考えております。

　しかし、状況を見ますと測量はされた。

そして、地主に接触をされて、測量する

ためには地主さんの了解を得なければな

らないということで、買収に応じる意思
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は地主はお持ちだと思いますし、できた

ら早く買収をやらなければならないと感

じるわけでありますけれども、この取り

組みの状況から言えば、予算が余ってき

ておりますし、減額をしなければならな

いというような状況があります。もう一

度決意だけお聞きいたしたいと思います。

　安威川ダムについて、修繕整備の行え

る状況が整って、それで事業も少なくなっ

たということで減額になっております。

　ただ、本体工事の着手はまだ予定でご

ざいますし、これからまだ費用もかかっ

てこようと思います。それの見通しだけ

お聞きをいたしたいと思います。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　橋梁の長寿命化

について、計画的保全修繕というのも十

分、私どもも認識しております。

　どういう補修をするかという形になり

ますと、今年度取り組みます長寿命化計

画、それと、実施計画の作成、それによっ

て金額というのは出てきます。その中で

できる限りの国費対象の分を用いまして、

国費をもって費用に充てていきたいとい

う決意は持っておるところでございます。

　地理情報システムについては、約８，

０００万円もかかることであるので、財

源はどうだということでございます。こ

れにつきましては、府が基金を作ってお

ります緊急雇用創出基金、そこから補助

を受けていきたいという形を考えておる

ところでございます。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、原田委

員の２回目の質問にお答えいたします。

　駐車場使用料につきましては、以前か

ら委員のご指摘いただきまして、歳入を

増やす方法、歳出を減らす方法を考えよ

ということで、今回、周辺の駐車場等の

状況も見まして、デフレをあおらないよ

うな形で上限５時間、１，０００円とい

う形でさせていただきました。そのこと

によりまして、駐車場利用者の利用率が

向上できるということを考えまして、平

成２３年度当初予算の歳入と同額で計上

させてもらっております。

　また、その利用率向上によりまして、

駅周辺の違法駐車の防止も図れるのでは

ないかということも考えてございます。

　ただ、歳出の抑制につきましては、施

設の老朽化もございますし、維持補修も

ございます。駐車場の車路、出入り口の

ことやハンドルの位置の問題もございま

すが、無人化ということも、指定管理の

中で、相談も進めていきたいと考えてご

ざいます。

　正雀駅前道路改良事業につきましては、

十三高槻線開通にあたり、必要なことは

十分認識しておりますけれども、現在の

状況では、駅前ということもございまし

て、その場所で事業を続けたいというこ

とや、面積も同じ面積が欲しいというお

声もありまして、用地の単価であります

とか、補償の話の中でなかなか進めにく

いところはございます。

　ただ、昨年、道路区域の拡大、区域変

更というものをさせていただいて、制限

だけはかけさせていただいて、何かされ

るときには、ご協力をいただくというよ

うなことでは進めさせていただいており

ます。

　千里丘三島線道路改良事業についてで

ございますけれども、平成２９年度まで

入っているということでございます。西

側につきまして、平成１９年度からこの

事業を開始いたしまして、５年間で今ま

でかかっております。来年で６年目にな

ります。東側にかかるにいたしましても、

４、５年かかるかなと思っております。

　例えば、平成２５年度から始まります
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と、平成２９年度までかかるという形で、

全体工期という形で書かせていただいて

いるわけでございます。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　新在家鳥飼上線道

路整備事業についてでございますが、当

初、事業計画を５か年で進めるというこ

とで、少しでも早くということでござい

ますが、今年度から道路の測量とか、実

施設計、既に入っております。そして今、

用地測量も実施中でございますので、平

成２４年度につきましては、用地買収の

ための不動産鑑定、それから物件補償算

定等の作業をやりまして、沿道関係権利

者との用地交渉も進めてまいりたい。で

きるだけ早くできるような形で進めてま

いりたいと考えております。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　安威川ダムの

見通しということでございます。代表質

問でも市長のほうから答弁をさせていた

だいているんですが、今現在、現地のほ

うなんですが、用地買収９９％完了して

おります。住居の移転もほぼ完了してい

る。歩道のつけかえ等についても完了を

しております。

　あと周辺整備につきましては、約６割

から７割、これは完成しているという状

況でございます。

　あと、本体のほうになるんですが、政

府のダム事業再検証の対象ということで、

平成２３年の９月１３日、大阪府の河川

整備委員会等によりまして、ダムの妥当

性ということで、答申を出され、この平

成２３年１０月１３日付で大阪府のほう

から、国土交通省にダム案という形の中

で報告書を提出されております。

　今現在、国の有識者会議のほうに今、

諮られているという状況で、そこで承認

が出て事業着手という方向へ進んでいく

というふうに、今、聞いてございます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　原田委員の２回

目の質問にお答えいたします。

　別府公園の整備でございますけれども、

今回、購入いたします土地、この土地に

つきまして、府道大阪高槻線の公園の出

入り口から見ますと、これは死角がかな

りできております。その土地の西側につ

きましては、マンションが建っておりま

して、現在まで公園拡張用地、この部分

が緩衝帯となっております。

　できることでしたら、この部分につき

ましては、費用のかからないような整備

と周辺の方と共同で維持ができるものを

考えておりまして、地元協議を重ねて、

整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

　それから、この別府公園の南手でござ

いますけれども、大阪市に向けての抜け

道のようになっております。

　この部分につきまして、車止め等を設

置いたしまして、車椅子は通れるんです

けれども、老人用の電動の乗り物が通行

できないという苦情もいただいておりま

す。これにつきましても、検討を重ねて

まいりたいと思いますので、公園につき

ましても、全体について、また周辺の協

議の方からも、意見が出てくるとも考え

られますので、全体について考えてまい

りたいと考えております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　新在家鳥飼上線の問題に

ついては、やはり事故が起こる前に対策

を講じたいということで、一日も早い事

業ができますように、お願いしておきた

いと思います。

　別府公園の問題でございますが、確か

に今の状況でいけば、若干、木は切らな

いといけないと思うんですけれども、非
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常に公園の環境としてはいいと僕は判断

しておるんです。そういう中で、事業費

として約２，０００万円の整備工事をさ

れるわけでありますが、厳しい財政状況

のもとで、有効な事業をしなければなら

ないというように思いますし、先ほど申

し上げましたようないろんな施設も十分

活用されてますし、先ほど、交通安全対

策としても若干言われました。確かにそ

の部分もありますけれども、費用をかけ

ずに利便性の向上ができるよう、取り組

みをしていただいて、適正な予算の執行

をしていただきたいということを要望し

ておきます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　質問させていただきま

す。

　１番目ですけれども、し尿収集運搬委

託料についてでございます。

　予算書で１２７ページ、款４、衛生費、

項２、清掃費、目３、し尿処理費になり

ますが、し尿収集運搬委託料で４，０３

５万２，０００円で計上されています。

この運搬委託料は、平成２３年度当初よ

りも約６５万円の減額をされているんで

すけれどもその根拠を教えてください。

　２番目にクリーンセンターの問題でご

ざいますが、同じく予算書１２７ページ、

款４、衛生費、項２、清掃費、目３、し

尿処理費で、正雀終末処理施設維持管理

負担金１，３４５万２，０００円となっ

ています。平成２３年度当初よりも約６

９０万円減少しておりますし、先ほどの

説明では、平成２３年度の補正予算でも

当初予算よりも４００万円を減額をされ

ているということでございます。その内

容についてご説明をお願いしたいなと思

います。

　それから、３番目に都市再生地籍調査

業務委託料についてでございます。

　予算書１３９ページ、款７、土木費、

項１、土木管理費、目１、道路橋りょう

総務費、節１３、委託料で載っています

が、この都市再生地籍調査業務委託料が

今回４００万円ということで、先ほど、

補助金の関係で１割増加をしていただい

たというような話がありましたけども、

そのことを再度、詳しく教えてください。

　それと、平成２３年度補正予算書で６

０ページに、同じ都市再生地籍調査が載っ

ていますが、今回、減額をされています。

これが入札差金であるとおっしゃってい

ましたが、随分、差額が出ているという

ことで、業務に支障が出るようなことに

なってないのかということで、全体が終

わっているようであれば、業務について

どうであったのかということを教えてく

ださい。

　それから、４番目にモノレール駅前広

場管理事業についてでございます。

　予算書１３９ページ、款７、土木費、

項２、道路橋りょう費、目１、道路橋りょ

う総務費、節１３、委託料でモノレール

駅前広場管理委託料９０２万９，０００

円が載っていますが、その委託内容につ

いて教えてください。

　５番目、交通安全対策費についてでご

ざいます。

　千里丘三島線道路改良事業でございま

すが、工事費等については、先ほども質

問があったんですけども、西側の工事と

いうことで、ようやく買収が終わって、

これから工事に入られるということでご

ざいます。これで西側は完了するという

ふうになると思いますけど、これは平成

２４年度で完了するということになるの

か、また、その大まかな工事スケジュー

ルなども教えていただきたいと思います。

　それから、６番目でございますが、同

じく交通安全対策費の中で、予算書では
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１４１ページの款７、土木費、項２、道

路橋りょう費、目４、交通安全対策費の

工事請負費で、交通安全対策工事４，８

００万円の中には、道路照明灯の設置事

業として１００万円、これはＬＥＤ灯が

２基設置をされるということになってい

ると思いますが、このＬＥＤ灯の設置に

ついての考え方、去年も確か２棟設置を

されていますけれども、どういう方針で

進められてきているのか、今年度は、ど

こに設置を予定されているのかというこ

とをお尋ねしたいと思います。

　それと、できれば今年の設置された場

所もあわせてお願いいたします。

　７番目、緑の基本計画改定業務委託料

についてでございます。予算書では１４

５ページの款７、土木費、項４、都市計

画費、目１、都市計画総務費で委託料の

中に掲載されていますが、この緑の基本

計画改定業務について、この改定をしな

ければならない必要性、それから財源、

これは補助金もあるようでございますが、

それと根拠法、法律に基づいて作らない

といけないということになっているもの

なのかどうか、根拠法について、まず、

お尋ねしたいと思います。

　それから、８番目に住宅マスタープラ

ンの作成委託料でございます。先ほども

原田委員からのご質問がございましたけ

れども、この住宅マスタープランにつき

ましても、必要性と財源、それから根拠

法が今回、変わるようでございますけど

も、その辺もあわせてご説明ください。

　それから、９番目、都市計画マスター

プラン策定委託料でございます。これに

つきましても、必要性、内容、それから

財源、それから根拠法について、教えて

いただきたいと思います。

　それから、１０番目、別府公園整備事

業についてでございますが、先ほど、原

田委員からもご質問がありまして、予算

書ページ数は１４９ページに記載されて

いますが、工事設計委託料が３４６万５，

０００円ということになっています。工

事費については、予定額は公園の整備が

１，５００万円とベンチが２１０万円で

１，７１０万円という工事費になってま

すけども、設計料の比率で言いますと、

３０％近い設計料になっていまして、先

ほど、いろいろと手間のかかることがあっ

てということでおっしゃっていましたけ

ども、工事の設計費用だけを見ると非常

に高いんです。通常１０％か１５％、高

くても１５％ぐらいになるんですが、も

う少し詳しく、わかりやすく教えていた

だきたいと思います。

　それから、１１番のちびっこ広場管理

補助金でございます。

　予算書１４９ページ、款７、土木費、

項４、都市計画費、目４、公園管理費で、

ちびっこ広場管理補助金というのがあり

ます。これについて、今年度１２８万９，

０００円ということで、昨年と同額になっ

ていますし、また、９６か所、３．４７

ヘクタールということで、全く同じで変

わっていませんが、去年ですけども、千

里丘東１丁目ちびっこ広場が駐車場になっ

てました。変化があったのではないかと

思うんですが、この辺、どうなっている

のか、ご説明をお願いしたいと思います。

　それから、１２番目、ＪＲ千里丘駅西

口エレベーターの設置事業で、先ほども

ご質問がありましたけども、今年度、予

算化されていないということもあります

し、また、これまでに鉄道運輸機構とＪ

Ｒといろいろと協議を重ねてこられてい

るということでお聞きをしています。随

分話が進んできていると聞いております

し、また、Ａ案とＡ’案ということでの

一定説明もありましたけども、それがど
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ういう方向になってきているのかという

ことで、あと、平成２４年度からの債務

負担行為が組まれてますから、当然、決

着がついた段階で、補正予算ということ

になるんだろうと思いますが、その辺も

あわせて、平成２５年度中の着工に向け

て取り組んでいくというふうなことでし

たので、その辺の見通しもどうなってい

るのか、ご答弁をお願いしたいと思いま

す。

　それから、１３番目になります。公園

維持管理事業でございますが、予算書の

１４９ページの款７、土木費、項４、都

市計画費、目４、公園管理費の公園管理

委託料６，６７５万８，０００円が計上

されています。この中には、境川せせら

ぎ緑道の管理料等も含まれていると思い

ますが、管理委託の内容とその費用につ

いて教えていただきたいと思います。

　１４番目に、同じく、公園維持管理事

業ついてでございます。昨年１２月に私

が一般質問させていただいたときに、堺

川に一部だけ未整備の区域が残っていま

す。これも当然管理されるということに

なるんでしょうけども、提案では市民と

ともに共同で作れるような整備をしていっ

ただきたいということで、検討しますと

いうことでございましたけども、現時点

で今年度、検討が進んでいるのかどうか、

お聞きしたいと思います。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　まず１点目の

し尿収集運搬委託料が前年より減少して

いる理由ということで、説明させていた

だきます。

　し尿収集運搬委託料につきましては、

定期で収集しております定期収集に係る

委託料と不定期で収集しております業務

に関する委託料、これに分かれておりま

して、さらに定期収集分につきましては、

２台での収集に必要な基本的経費に対応

した委託料として、基本業務委託料とい

うのがございます。さらに、収集件数に

応じて変動する経費に対応する委託料と

いうことで、作業委託料というのがござ

います。

　このうち、作業委託料を平成２３年度、

当初は１００円としておりましたけども、

平成２４年度はこれを７０円に値下げを

しております。基本業務委託料について

は変更しておりません。また、不定期収

集に係る委託料でございますけども、こ

れは収集した量に応じて委託料を支払っ

ているものでございまして、平成２３年

度は１リットル当たり８．５円というこ

とで当初、予算計上しておりましたけど

も、これを今年度は７．５円、１円値下

げをしたと、こういうことで単価差から

委託料が減額になっているということで

ございます。

　それと、２点目の、正雀終末処理場維

持管理負担金で、平成２３年度の補正で

４００万円減額、さらに平成２４年度当

初も減少しているということで、その理

由でございますけども、まず平成２３年

度の減額理由でございますけども、これ

は処理量を、当初、４，９２０キロリッ

トルということで予算計上しておりまし

たけども、年度末見込みの中で、７００

キロリットルほど減少させております。

さらに、単価につきましても、当初は、

３，９４０円ということで予算計上して

おりましたけども、３，７００円という

ことで単価が下がっております。こうい

う理由により、最終的には４００万円の

減額補正をさせていただきました。

　平成２４年度当初でございますけども、

処理量が前年より２割程度減少しており

まして、４，０８０キロリットル、また

単価のほうも前年当初は３，９４０円で
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ございましたけども、これが平成２４年

度につきましては、３，１４０円となっ

ております。こういったことから、前年

と比べて大きく減少となっているもので

ございます。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　藤浦委員の１回

目の質問についてお答えさせていただき

ます。

　３番目の都市再生地籍調査業務委託料

について、平成２４度予算４００万円と

いうことで、平成２３年度と同等の予算

を計上しております。これにつきまして

は、去年の予算審査の委員会の中でも、

市の国費事業に対して、市の持ち出し金

のが多過ぎるのではないかというご指摘

がございました。そのときに、少しでも

努力して国費の対象額としますという形

でありましたので、今回も大阪府にお願

いしまして、３０万円、僅かですが、１

割という形で増額をさせていただいたわ

けでございます。

　しかしながら、根本の元の金額が４０

０万円という形に決まっていまして、大

体、同等の面積、区域によりましては、

条件とかいろいろ考慮はできるかもしれ

ませんが、大体、同等の面積でやってい

きたいと考えております。

　平成２３年度の地籍調査、落札価格が

低くて、１４０万円という半分以上の金

額で契約されているわけです。今現在の

ところ、無事、調査も立会も済ませまし

て、現状、特に問題はない形です。浜町、

北別府町の一部を済ませていただきまし

て、問題がないという形で、あとは書類

の作成という形になっております。

　次にモノレール駅前広場管理事業でご

ざいます。

　この業務の内容でございますが、モノ

レールの摂津駅、南摂津駅の２駅につき

まして、駅前広場の日常清掃を年３回行っ

ているものです。これは機械で床を磨い

ていくというような形でございます。

　あとは照明器具の清掃、樹木の剪定、

植木への水やり、あとはごみの処理、南

摂津駅につきましては、中央環状線の北

行の市で管理しております自転車駐輪場

事務所の横にエレベーターがございます。

その保守管理という形で入っております。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　９番目の都市計画

マスタープラン策定事業についてでござ

いますが、必要性、内容、財源、法的根

拠ということでございますが、まず法的

根拠としましては、都市計画マスタープ

ランにつきましては、都市計画法第１８

条の２におきまして、市町村の都市計画

に関する基本的な方針を定めるとされて

おります。その基本方針は、市町村の基

本構想、並びに、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針、いわゆる都市計画

区域マスタープランに即し、定めるとさ

れております。

　必要性につきましては、現在のマスター

プランは、平成１２年に策定され、目標

年次をおおむね２０年後の平成３２年と

されておるところでございますが、先般、

大阪府が策定する北部大阪都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針、都市計画

区域のマスタープランが平成２３年３月

に見直しされましたこと。それから、本

市の第４次総合計画も平成２３年２月に

策定されましたことから、これらの基本

計画に即して、今回、都市計画マスター

プランの見直しを行っていくものでござ

います。

　財源につきましては、補助はつかない

ということで単独費で見させてもらって

おります。

　平成２４年度の内容につきましてです
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が、この都市計画マスタープランの策定

につきましては、３か年かけてやってい

きたいと考えております。今年度につき

ましては、基礎調査やワークショップな

どを開催し、課題の抽出を行っていきた

いと考えております。

　それから、１２番目のＪＲ千里丘駅西

口のエレベーターの設置についてでござ

いますが、現在、ＪＲ西日本並びに鉄道

運輸機構、本市の３者により協議を進め

ておるところでございます。

　まず、エレベーターの設置箇所につき

ましては、設置場所の検討をいろいろ検

討をしまして、Ａ案、Ａ’案という最終

的にこの２案で検討しましたが、昨年の

９月の建設常任委員協議会におきまして、

最終的に設置個所をＡ’案で設置してい

くことを報告させていただいております。

　Ａ’案と言いますのは、ＪＲ西日本の

敷地内の橋上連絡通路の北側の茨木側に

設置していく案でございます。

　その予算についてでございますが、現

在、ＪＲ西日本、鉄道運輸機構、摂津市

本市で協議を行っておりますので、負担

協定等の協議が整い次第、また補正予算

をあげさせていただきたいと考えており

ます。

　工事の時期ですが、この３者で負担協

定等の協議を速やかに行い、できるだけ

早い時期に工事着工できるように協議を

進めてまいりたいと考えております。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、藤浦委

員の５番目と６番目の質問にお答えさせ

ていただきます。

　交通安全対策費の千里丘三島線道路改

良事業について、西側の工事、ようやく

買収が終わって、工事ができるようになっ

たが、平成２４年度で完成するのかとい

う点と、おおむねの工事のスケジュール

はどうなっているのかということでござ

いました。新年度が始まりましたら、地

下埋設物の工事が入ることになろうかと

思います。用地買収した場所、約４メー

トル５０センチの歩道を計画しておりま

す。その敷地内を今、計画しております

けれども、地下埋設物、下水道管であり

ますとか、水道管の敷設工事が先行して

施工されることになろうかと思います。

　その後、道路の歩道の築造工事が秋ご

ろからになると、現在は思っております。

　それ以降、現在あります電柱や信号機

もございますので、その移設等も発生し

てこようかと思います。歩道整備中に出

てこようかということで、工事ごとです

から、何があるかわかりませんけれども、

年度内、平成２５年３月をめどに工事を

進めていきたいと考えております。

　それと、６番目の通安全対策費の道路

照明灯の設置事業についてのお問いでご

ざいますが、道路照明灯につきましては、

主要幹線でありますとか、交差点を主に

設置させていただいております。今回、

ＬＥＤ灯２基と書かせていただいており

ますけれども、設置方式につきましては、

現存の電柱でありますとか、電柱に共架

させていただく。腕だけをつけて照明を

つけさせていただくものと、単独の柱を

立てて、建柱式により施工させてもらう

ものもありまして、若干、建柱するほう

が値段が高くつきます。その場合には、

２灯は無理かと思っております。

　今年度、平成２３年度はどの場所に設

置したのかということでしたけれども、

現在、鳥飼本町５丁目に、新在家鳥飼上

線の鳥飼野々３丁目の交差点、今、十字

路の交差点になっております。信号もつ

いておりますけれども、１灯だけしかつ

いておりませんので、その対側側にもう

１灯、ＬＥＤの照度で言いますと、水銀
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灯の２００ワット相当、消費電力で言い

ますと、８１ワットというものを建柱式

で施工している最中でございます。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　８番目の住宅マスタープ

ランの必要性、内容、財源、法的根拠に

ついてご答弁させていただきます。

　まず、必要性につきましては、マスター

プランを平成９年に作成され、目標年次

である２２年も経過しております。

　また、住生活基本法の整合性とともに、

上位計画である第４次摂津市総合計画と

も連携して確定する必要がございます。

　内容につきましては、主な内容といた

しましては、計画的な市営住宅の整備、

改善や民間住宅の耐震化、またバリアフ

リー化の推進、さらに良好な住宅供給の

促進等、検討を行うこととなってござい

ます。

　財源につきましては、社会資本整備総

合交付金の交付率４５％いただきまして、

業務委託するものでございます。

　最後に、法的根拠でございますが、国

が平成６年に制定しております公営住宅

等関連事業、推進事業制度要綱に基づき、

市町村が策定できるものとなってござい

ます。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５７分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　答弁を求めます。

　西村課長。

○西村公園みどり課長　それでは、藤浦

委員の１回目の質問への答弁を行います。

　最初に、７番目の緑の基本計画改定業

務委託料について、この必要性、内容、

財源について答弁いたします。

　緑の基本計画につきましては、平成９

年度に制定いたしておりまして、この制

定につきましては、都市緑地法に基づい

て制定いたしております。

　ただ、見直しにつきましては、都市緑

地法の中には規定がございません。です

けれども、平成９年度に制定いたしまし

て、目標年次が平成３２年度という形で、

今までの間、検証等を行っておりません

ので、今回、検証と新たな目標とか、重

点地域なんかについて見直したいと考え

ております。

　それから、財源につきましてですけれ

ども、財源につきましては、緊急雇用創

出事業のほうで考えております。

　それから、１０番目の別府公園整備事

業、この中での委託料につきまして、高

いのではないかということでございます

が、地元との協議が繰り返し行われると

考えられますので、この分の費用がかさ

んでおるものでございます。

　それから、１１番目の千里丘東１丁目

のちびっ子広場がなくなって駐車場になっ

ているという件でございますけれども、

これにつきまして、この部分のちびっ子

広場につきましては借地でございまして、

昭和４３年から無償で借りております。

ただ、去年の暮れから今年にかけまして

相続があったということで、所有者のほ

うから返してほしいと、返却の申し出が

ありました。契約書の中では更地にいた

しまして返却するという形になっており

ますので、そのとおりとさせていただい

た次第でございます。

　それから、１３番目の公園維持管理事

業でございますけれども、境川のせせら

ぎの管理の委託内容でございますけれど

も、これにつきましては、清掃、藻の発

生等がございますので、清掃が年１０回、

点検が、機器、循環、水の循環を行って

いますので、機器の点検などが年４回、

約１５０万円を見込んでおります。
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　それから、摂津市駅の境川の上流部分

についてでございますけれども、これに

つきましては、西側にマンションがござ

いまして、そこに駐車場がございます。

その駐車場が一段下がっておりまして、

今回整備を予定しておりますところ、こ

こに樹木や花壇の設置を考えているんで

すけれども、これにつきまして上流側の

彩りの道の整備状況を見ますと、天端幅、

これをかなり広げまして植栽していると

いう形になっております。ですから、そ

のマンション側の駐車場から見ますと、

これをすべて盛り土で行うということは、

かなり圧迫感があるのではないだろうか

ということを考えまして、どれぐらいの

幅を見通せるようにしておけばよいかと

いうことがありますので、区間区間に区

切って天端幅を広げるということができ

るのかということを管理者であります茨

木土木事務所へ問い合わせをしなければ

ならないということで、その辺の図面の

作成等の準備を行っている段階でござい

ます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それでは２回目の質問

をさせていただきます。

　まず１点目のし尿収集運搬委託料に関

連をいたしまして、減額の理由は単価が

下がったということでございました。し

尿投入量が減ったことが原因ではないか

と予測していたので意外でした。

　し尿処理費に補償金が載っていますけ

れども、今回５１万９，０００円という

予算になっています。昨年１０月の決算

審査の委員会のときに、平成２３年度で

１９件が接続になるという予測、あと年

度末に増えるかもわからないということ

だったと思いますが、１９件分になって

いることをみますと、増加がなかったん

だろうというふうに思うんですが、平成

２４年度のくみ取りの減少目標数、それ

から浄化槽の減少目標数、それぞれ立て

られていると思いますけども、どれぐら

いされているのか。それから、最新のそ

れぞれの残数、今残っている、あと何件

というのです。これは前回も聞きました

けど、参考に教えてください。

　それから、浄化槽につきましては、平

成２３年度から東別府地域に下水管の布

設が始まっていますから、順調に減って

くるんだろうと思ってるんです。件数の

ことだけで結構ですので、東別府地域の

関係ではどれぐらい件数が減らすことが

できたのか、それから平成２４年度でか

なり延長されますけども、これで減る予

測数、目標でもいいです。減らす目標数、

浄化槽の件数です。これを教えていただ

きたいと思います。

　それから、２番目のクリーンセンター

の件でございますが、こちらのほうも単

価が下がってきているということでござ

いますが、何で下げてきてくれるのでしょ

うか。下がってきているのは喜ばしいこ

とですけど。何が理由で下げてきてもらっ

てるのかということを教えてください。

　それで、このクリーンセンターの問題

は代表質問でも随分議論をされています

し、国立循環器病研究センターに対する

プレゼンテーションの中では機能停止が

平成２５年の中旬というふうになってい

るということでした。最初は平成２５年

春と言ってましたけど、これで半年を遅

らせたということになるんですけども、

どうもその答弁の中では国立循環器病研

究センターはそんなに今すぐにというこ

とではなくて、じっくり構えているよう

なスタンスであるというふうなこともあ

りましたし、そうしますと、ますます遅

れることも出てくるのではないかと思い

ます。これは地元にとっては非常に困る
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ことでございまして、一日も早く停止期

限を明確にしていただきたいというのが

地元の思いでございまして、それを今か

今かと待っておられるのが現状でござい

ます。

　それで、このことをまず明確に申して

おきたいなと思うんですけども、そして

４つの案の中の、し尿はＡ自治体、そし

て浄化槽汚泥については民間委託という

案が非常に有力であるというふうに先だっ

ての議論でもありましたけれども、この

段で言いますと、今、吹田市と本市だけ

の問題のようになりつつあるという印象

が強いんですけれど、もともと、これは

大阪府の企業局がしかけたことであって、

大阪府の企業局が土地収用をして、こう

いう経緯に至ったと、これは国家事業で

ございました。それを譲渡した先が吹田

市であって、吹田市が引き継いだという

ことになります。大阪府の責任は吹田市

よりも重いのではないかと私は思ってい

るんです。大阪府は二つの案を出して、

それは無理ですと言ったらそれで終わっ

てしまっているような状況になっていて、

一つも汗をかいていないというとこらへ

んが、私はどうも納得ができないところ

でございます。

　大阪府も交えて、吹田市と摂津市で真

剣に取り組まなければいけないという問

題ではなかろうかと思うんですけども、

その辺のことについて、どのように今なっ

てるのか、大阪府の対応、今後について

どのように担当者として思われているの

かをご答弁いただきたいと思います。

　もともとは千里ニュータウン開発、万

博もやりましたし、国家的事業であり、

大阪府の企業局にとってはそれこそ大き

な開発の、初めての大きな開発で大成功

したんですけども、この利益は吹田市も

それは当然利益も大きいですけど、大阪

府は大きな利益を受けてるはずなんです。

その影に実は摂津市の人たちが押しつけ

られたということがあるわけですけれど

も、このときに大阪府にもやられました

し、また地元の思いとしては当時の三島

町にも煮え湯を飲まされたという思いが

非常に強いですから。今度はそういうこ

とのないように、本市としても肝に銘じ

ていかなければいけないと思います。

　私自身もそのことはしっかりと銘じて

いきたいなと思うんですけれども、その

中で、例えばいろいろまだ方法として大

阪府も交えた中で、折衷案ということに

なってますが、民間委託案をしながらも、

例えば再度、中央水みらいセンターで最

終受け入れ投入ということで、それまで

民間委託ということもできますし、いろ

いろと大阪府を交えて、大阪府の責任を

問うていく中で、費用の応分の負担をし

てもらうということもありましょうし、

こういう話で持って行き方も十分これか

らできるのではないかと思うんですけれ

ども、そういったことについてどう思わ

れるのか、ご答弁いただきたいと思いま

す。

　それから調整池の話ですけれども、せ

んだっての答弁では調整池を作らずいく

と、その実証をするために、経過を見る

ために半年遅れるんだというような答弁

がありましたけど、この調整池の考え方

はどういう方向になったのか、改めてご

答弁をお願いします。

　それから３番目でございますが、都市

再生地籍調査の件でございますけども、

平成２４年度は別府地域ということで、

業務は今のところ大丈夫だということな

んですけど、測量をやって、実際に図面

を作って、関係者に同意をもらっていく

という作業があります。この同意がない

と、実際のところ対象者にとっては効力
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がないというふうに見なされてしまうの

で、また何かやるときには明示が必要だ

というふうになってしまうんですけど、

同意の状態はどういうふうに進んでいる

のか、お聞かせいただきたいと思います。

　同意をとらなくていいのであれば、金

額が少なくてもそれは何とでもなると思

うんです。結構時間がかかるし、手間も

かかることだと思うんですけども、業務

の内容の中で同意についてどういうふう

な状況になってるのかというところを再

度答弁をお願いしたいと思います。

　それから４番目、モノレール駅前広場

管理事業でございますが、委託の業務は

わかりました。問題なのはこのモノレー

ルはともに中央環状線沿いに駅がありま

すから、幹線道路でほこりが出てますの

で、汚れるんです。特に大阪府の管理し

ているところと摂津市が管理していると

ころの境界がはっきりと分かれるぐらい

に汚れが目立つんです。何もしないとす

ごい汚れてしまうので、特に摂津市役所

から摂津駅に向かう連絡通路のあたりな

んかはもう泥だらけになってしまってい

ます。こういう大阪府の管理してるとこ

ろと、摂津市が管理しているところと分

かれてると思うんですけど、大阪府の管

理しているところについて、もう少しちゃ

んと管理をするように、清掃とかも含め

て管理をするように申し入れるべきだと

思うんです。その辺についてどう思われ

るのか。もし管理ができないんなら管理

料もらって摂津市が代理で管理するとい

うことを、とにかくこういうところは摂

津市役所に向かう顔と同じようなとこで

すから、玄関ですから、そういうところ

がほこりで泥だらけになってしまってい

るということは、許しがたいところがあ

るので、一度このことについて考え方と、

それから大阪府の考え方についてご答弁

ください。

　それから５番目、交通安全対策費の千

里丘三島線道路改良事業でございますが、

西側については平成２４年度でほぼ完成

ということでございました。ただこちら

の工事に対しましては、非常に人通りが

多いところですから、安全対策が非常に

気になるんです。当然夜間の工事も入る

でしょうから、近隣の住民に対する、住

民説明についてもちゃんとやってもらえ

るかどうかということも非常に気になる

ところでございますので、一度その説明

責任、近隣に対する説明責任をどう果た

していくのかということと、人通りが大

変多い中での安全対策をしなければいけ

ないというところで、どのように考えて

おられるのか、ご答弁お願いしたいと思

います。

　それから６番目のＬＥＤ灯の考え方で

ございますが、これは計画性を持って今

後も対処いただきたいということでお願

いします。理解いたしましたので結構で

ございます。

　７番目の緑の基本計画改定事業でござ

いますが、緊急雇用創出事業としての費

用で行うということで、２年かけてやる

ということで、これは予算が繰り越され

て２年間でいくということになるのでしょ

うか。

　それと策定方法ですけれども、関係者、

緑化推進連絡会などがありますから、ワー

クショップなども行って、市民レベルで

作成をしていっていただけるのか、作成

の考え方についてもご答弁お願いしたい

と思います。

　それから８番目の住宅マスタープラン

ですが、先ほど根拠法として住生活基本

法というのをおっしゃられてましたけれ

ども、この住生活基本法は国と都道府県

は作りなさいということになってますが、
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市町村まで作れというふうになってない

ように読み取れるんですけども、作らな

ければいけないという通達などがあるの

であれば、その辺も一度教えてほしいと

思います。先ほどいろいろ決めなければ

いけないということがありましたけども、

作ってそれを実践していくことが非常に

難しいでしょう。住宅開発をするのは民

間企業がほとんどですし、市や行政がコ

ントロールできるというのは公営住宅ぐ

らいしかないと思うんです。そういう中

でどうやってコントロールしていくのか

ということになっていきますし、本当に

必要なのかと、作った上でそれが活用で

きるのかということに疑問を持っていま

す。それで今、根拠法はあるんですかと

いうことをお聞きをしてるんです。

　例えば高齢者のための住宅確保などで

いいますと、それはそれなりの、別の計

画が補足されてます。それからバリアフ

リーであればハートビル法とかいろんな

法律があって、それぞれもうその分野ご

とに法律があるので、わざわざそれを作

るのはなぜですかということを聞いてい

ましたので、再度理解させていただきた

いなということで質問したいと思います。

　それから、都市計画マスタープランの

策定についてでございますが、先ほどご

答弁いただきましたように、都市計画法

に基づいて作らないといけないというこ

とになっております。その中に、先ほど

もおっしゃっていただきましたが、第１

８条の２、第４項のところに、市町村が

定める都市計画は、基本方針に則したも

のでなければならないという、拘束をさ

れているんです。このマスタープランに

則して都市計画を作っていかないといけ

ないということになっていますが、前の

マスタープランに基づいているのかどう

か、というのは今回これまでに、例えば

南千里丘の関係で一部南千里丘のところ

の用途変更をしました。近隣商業地域に

用途変更したりとか、また全市、ほぼ全

市的に準防火地域に変更したりしていま

すけども、こういったことなども、マス

タープランに基づいてできていってるの

か。私も余り気にせずに都市計画の変更

などについて審議をしてきましたけども、

そういうことになってるのであれば、やっ

ぱりこのマスタープランと比べ合わせる

必要があったのではないかと、今さら考

えたわけでございます。これまで振り返っ

て、前のマスタープランに対して、合法

であったのかどうかというのを、この際

お聞きしたいと思います。

　それから１０番目の別府公園の整備事

業についてでございますが、地元と協議

を何度もする、その分手間が入るから高

いんですよということになってますけど、

入札で最終的に委託業者が決まることに

なるんです。この策定の仕方、ワークショッ

プでやられるのか、それに委託業者がそ

れをやってもらうのか、それとも市独自

の公園みどり課が行ってワークショップ

をする、それについての答えをを委託業

者が図面化するんですというシステムに

なるのか。それともその全部を委託して

もらえるのか。もう少しその辺の委託形

態もどんなふうにされるのか、ご答弁お

願いしたいと思います。

　それから１１番でございますが、ちびっ

子広場の管理ですが、先ほどわかりまし

た。借地だから返してくださいと言われ

たということで、平成２３年の時点でも

う既に９６か所となってますから。１個

既に減らして、平成２２年度と比べてな

いのでわかりませんけど、１か所減りま

すよね。平成２３年度も平成２４年度も

９６か所になってます。３．４７ヘクター

ルになってます。確か、去年の後半のほ
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うですよ、駐車場になったのは。だから

平成２３年度当初にはそのことがなくて、

平成２３年中にこのことが発生して、だ

から平成２４年度には９５か所とかに減っ

てたら、ああそうかとなるんですけど。

金額も全部一緒やということになってま

すから、そのことを聞いたわけでござい

まして、なぜ減ってないんですかという

ことですので、それは私が思ってるのと

違うのであれば、そのことを教えていた

だきたいんです。

　それから、少し観点が変わりますけど、

あの地域はたくさん新しい住宅が建ちま

した。子どももすごい増えてるんです。

本来ならあれだけの規模の開発をすると

必ず、ちびっ子広場なり公園なりが要る

と思うんですよ、要綱でいいますと。と

ころが多分あそこにちびっ子広場があっ

たので、違うもので、例えば道路の提供

とか、そういうもので提供するというこ

とに代えたのではないかと私は思うんで

す。それでちびっ子広場がなくなってし

まった。そういう不具合が生じてしまっ

ていますけども、そのことについて当時

の経過とそれから今後の考え方について、

担当課としてお聞かせいただきたいと思

います。

　それから１２番目、ＪＲ千里丘駅西口

のエレベーターの設置でございますが、

Ａ’案となるということで、費用負担と

か、どこが主体でやるんだと、エレベー

ターは今までやったら摂津市が設置をす

るということになってたんですけど、こ

れをＪＲがやるんだという方向で協議を

進めてこられたと思います。そのことと

か、それから自由通路は不自由な自由通

路です。例えば夜はシャッターが閉めら

れて、摂津市がエスカレーターのお金を

出しているにもかかわらず、その前でシャッ

ター閉めて通れなくしてしまうという、

不自由な自由通路の問題とかなども、ど

ういう協議になっているのか、教えてい

ただきたいと思います。

　それから自由通路のところに広告をつ

けるところがあるんです。今でもＪＲは

お金をとるんです。Ｂ２サイズで１枚貼

るのに、７日間貼ったら１万１，３３０

円とるんです。都合のいいところだけ、

そんなふうにお金はとるということになっ

てますので、全部開放してもらって、例

えば文化連盟にそういうところで展示が

してもらえるとか、そういうところまで

踏み込んで、利用できるようにすれば、

もっといいと思うんですけど、そういう

こともあわせてご答弁お願いしたいと思

います。

　それから１３番目でございますが、境

川のせせらぎ緑道についてでございます

が、清掃風景がよく見えるんです。何回

もやっているのをよく見ます。黒い物が

出てくるんです。下に沈めてあるのが出

てくるんです。気になるのは、最後に白

い、カルキだと思うんですが、バーッと

まいているんです。カルキで消毒をされ

てます。生物が生息できるような水辺に

しようということもおっしゃってたと思

うんです。アメンボがおって、子どもが

喜んでたりするんですよ。あんな物をま

いてしまったら、生物は毒殺されてしま

うということになってしまいます。その

件はどうなのか、教えていただきたいと

思うんです。

　それから１４番目の公園維持管理事業

でございますけれども、できれば図面を

作るもっと前から、呼びかけから始めて

いただいて、どんな形にするのかもみん

なで考えていけるような作り方を検討い

ただきたいなと思うんです。どうしても

できないのなら、柵はもうあれは高くす

るということはできませんので、それは
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できたら行政のほうで考えるとしても、

形まで全部決めてしもてやると、こちら

の側の南側でやってるようなワークショッ

プにはならないので、形を決める前にそ

ういうことで始めていただきたいなとい

うふうに思うんですが、これは要望とし

ておきます。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　し尿処理費の

補償の件でございますけれども、平成２

４年度、５１万９，０００円を計上して

おります。これは平成２３年度に減少し

た世帯のうち、水洗便所に切りかわった

世帯を対象に補償しているということで

ございまして、例えば建て替えで建物を

壊して新築するとか、もしくは更地になっ

たような場合、こういった場合、これに

ついては補償の対象とはしておりません。

　現在、補償の対象となる件数としては

１０件でございます。今後増えるという

ことも見込んで予算上は２５件分の補償

金ということで、５１万９，０００円を

計上しておりますけども、今現在は１０

件ということでございます。

　減少した世帯数というのは、年度当初

が５７１世帯あったのが、今現在は５２

８世帯ということで４３世帯減少してお

ります。そのうちの１０世帯は補償の対

象ということでございます。

　続きまして残数ですけども、ただいま

言いましたようにし尿につきましては定

期収集世帯というのが今現在５２８件で

ございます。浄化槽については１，５４

９基でございます。

　目標年数、年間でどのぐらい減らすの

かというようなことで、目標としては立

ててはおりませんけども、予想として量

的に年間大体２００キロリットルずつ、

平成２３年度についても減少しておりま

すので、このペースでいきたいなとは思っ

てますけども、特にそのし尿世帯を何件

減らす、浄化槽世帯は何件減らす、これ

は公共下水の啓発のほうでの取り組みに

なってまいりますので、業務係としてそ

ういった目標件数というのは定めてはお

りません。

　それと東別府の件数でございますけれ

ども、３０１件が対象でございまして、

平成２３年度に６６件分の家庭について

汚水桝を設置していったということでご

ざいます。

　あと、正雀終末処理場の処理単価が下

がっているのがなぜかということでござ

いますけども、この処理単価というのは

正雀終末処理場の前々年度の決算額、で

すから平成２４年度でいいますと平成２

２年度の決算額、これを基本にしまして、

それを下水処理場に流入してきた水量で

割って、１立方メートル当たりの単価を

決めておられるということでございまし

て、その決算額でございますとか、流入

してきた処理量、下水の量、それから本

市が投入したし尿等の量によって単価が

変わってくるということでございます。

　それとクリーンセンター問題の解決に

向けて、大阪府への対応ということでご

ざいますけども、本市の基本的な考え方、

優先案としては、中央水みらいセンター

の中に公共下水道管への投入施設を設け

るという案がございます。もう一つの案

として、吹田市の他の処理場で処理をし

てもらうという、この二つを優先案とし

ております。中央水みらいセンターへの

投入ということに関しては、新たに投入

施設を設ける必要がございますので、と

てもではないけど機能停止時期に間に合

わないという中で、吹田市の処理場で全

部処理してもらえればいいんですけども、

これは地元の問題があってなかなか難し

いという中で、吹田市と協議をしており
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ますのは、民間を含めて、それから吹田

市以外の他の自治体での処理、これを組

み合わせた方法について両市で検討して

いるということでございます。

　ですから大阪府と協議をしてというこ

とも、優先案も別に捨てているわけでは

ないんですけども、今は機能停止時期を

見据えた対応ということで取り組んでお

ります。大阪府のほうでも、基本的には

もう吹田市に処理場は譲渡されておられ

ます。そういった中で以前から言われて

いますのは、下水処理場というのはそも

そも、し尿を持ち込むような処理場では

ございませんし、また地元とのバキュー

ム車を搬入させないという約束があると

いうこと、行政財産の目的外使用にも当

たるというようなことから、難色を示し

ておられるという状況でございます。

　もう１点、調整池の件でございますけ

ども、吹田市のほうで当初、不明水対策

の中で調整池ということも検討されてお

られました。いろいろそれ以外に不明水

対策を講じて来られて、今後その検証を

するというふうに言われております。一

つはその検証結果を見て、十分に効果が

上がっていないということになれば調整

池ということもあり得るかと思ってます

けども、その検証が今の時点で終わって

おりませんので、これは今の時点ではわ

からないということでございます。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　３番目の都市再

生地籍調査の測量後の同意についてでご

ざいます。

　この同意につきまして、私どもで測量

を行う前に法務局の地籍図や明示境界図

などを調べまして、官々と官民の境界を

現地で落としております。そのため説明

しますと、理解をしていただいた方、ほ

ぼすべてが同意をいただいているような

状況でございます。

　４番目の、モノレール摂津駅前から摂

津市役所に続く連絡通路の管理の状況に

ついてでございます。私どものほうで、

大阪府が掃除してないということもあり

まして、モノレール駅前施設、モノレー

ルの駅前広場の管理の中で、日常管理の

中で朝夕のごみ拾い、これはやらせてい

ただいているところでございます。ただ、

施設も大分古くなってきまして、見ても

おわかりになりますように、照明器具に

クモの巣がついていたり、タイルが剥離

している、こういう形でいろいろあって、

その都度、私どもは大阪府に連絡をして

対処を求めているところでございます。

ただ、大阪府としましては、そういう対

応につきましては担当職員のみが来て補

修を行っているような状況だと聞いてお

ります。

　大阪府ができない、管理ができないな

ら費用の負担をいただいて、摂津市が管

理したらどうかと、そういう形、私ども

のやっておりますのは、朝夕日常作業の

中、時間の許す限りの中でごみ拾いをやっ

ているわけですが、これ以上掃除にかか

る費用負担につきましては、しかるべき

管理者であります大阪府がするべきであ

りますので、その分の負担は要望してま

いりたいと思っているところでございま

す。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは藤浦委員

の２回目の質問にお答えいたします。

　５番目の千里丘三島線の工事に対して、

人通りの多いところなので近隣住民への

説明と、人通りの多い中での安全対策と

いうことでございますけれども、事業に

当たりまして、平成１９年から沿道の地

権者、所有者に対しましては、事業着手

当初から個別に訪問して事業内容の説明
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を行っております。本格的な工事につき

ましては、来年度、平成２４年度から主

に用地買収区域内、幸いなことに拡幅部

分４メートル５０センチほど拡幅する部

分が大半でございますので、地下埋設分

については、その中での作業となるんで

すけれども、まず地下埋設物工事をされ

る際に、現在所轄警察とも工事中の安全

対策についての協議を行っているところ

でありまして、私どもの工事に進むに当

たりましても、説明会なり、沿道への個

別案内なり、周辺自治会の回覧による案

内とかにつきましても、周辺の自治会長

とも相談して協議を行いたいと思ってお

ります。また、警察とも協議を進めてま

いりたいと考えておるところでございま

す。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　それでは、藤浦

委員の２回目の質問にお答えいたします。

　７番目の緑の基本計画につきまして、

繰り越しで行うのかということと、策定

方法につきまして、ご答弁申し上げます。

　２年にわたって行いますけれども、１

年目はほとんどデータ収集に当たって、

その進捗ぐあい程度の考察が入るかと思

います。２年目におきまして、重点地域

の検討とか、これからどう進めていくの

かという検討に入りますので、１年目と

２年目とは分かれますので、一応予算上

といたしましては債務負担行為という形

であげさせていただいております。

　それから１０番目の別府公園の整備事

業でございます。これについて入札かど

うか、今の予定といたしましては、入札

で行いたいと考えております。それから

ワークショップ形式、このワークショッ

プ形式になるかどうかというのは今のと

ころ、わかりませんけれども、何か会議

を開きまして、周辺の方々の意見を聴取

し、その中でコンサルタントへ発注いた

しますけれども、市の職員につきまして

も参加し、両方が参加して進めてまいり

たいと考えております。

　１１番目のちびっ子広場の件でござい

ますけれども、平成２２年度、平成２３

年度ともに９６か所となっております。

千里丘東１丁目のちびっ子広場が駐車場

になりましたのが平成２３年度でござい

ますので、平成２２年度から平成２３年

度は同じ数でございます。ただ、平成２

４年度につきましては、この箇所につき

ましては１か所減となりますけれども、

千里丘４丁目の竹の鼻ガード、これを出

ましたすぐ東側に、ちびっ子広場が１か

所できておりますので、差し引きゼロと

いう形になっております。

　それから、この千里丘東の場所におい

てちびっ子広場がなくなってしまってい

るという件では、この周辺につきまして、

広場、公園の設置が義務づけられます３，

０００平米以上の開発がなかったものと

考えております。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　９番目の都市計画

マスタープランのところでございますが、

都市計画法に基づき、市の基本構想に即

したものでなければならないのではない

かということで、今までの、前のマスター

プランにちゃんと合っていたのかという

ことですけれども、南千里丘の用途変更、

準防火地域の指定などがされているとい

うことで、それが合っているものかとい

うことですけども、平成１２年度に作成

した都市計画のマスタープラン、この中

でまず、まちづくりの方針としまして、

南千里丘地域でございますけれども、に

ぎわいがあり活力あふれる都市空間づく

りとしまして、本地域には公共公益施設

の立地するシビックゾーンや鉄道沿いに
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立地した広域拠点としてのポテンシャル

を持つ北部都市核、千里丘駅周辺、西部

都市核が位置することから、にぎわいが

ありライフスタイルの変化や市民ニーズ

に対応する活力あるまちづくりを進めま

すということがうたわれております。基

本的には、こういう方針にのっとった形

になっていると考えております。

　それから準防火地域指定についてです

が、これにつきましてもマスタープラン

の中で、防災まちづくりの整備方針とい

うことが基本方針で出ております。平成

７年の１月１７日未明に発生しました阪

神・淡路大震災は阪神間を中心とした広

域な範囲に甚大な被害をもたらしました。

本市ではこの災害による教訓を踏まえ、

防災機能の強化、建築物の安全化により、

災害による被害を最小限とするとともに、

安全に暮らせる災害に強いまちづくりを

目指しますという整備方針がうたわれて

おります。これにつきましても、これに

のっとった形で準防火地域の指定を進め

ておるということでございます。

　それから、１２番目のＪＲ千里丘駅西

口のエレベーターに関するものですが、

南北分断問題でエレベーターの方向性が

出てまいりました。これにつきましては

自由通路の問題の協議が残っているとい

うことで、エレベーターの設置に関して

は、我々も今、３者協議をやっておりま

すが、ＪＲ西日本、鉄道運輸機構は２４

時間の自由通路であることが条件として

おります。この件につきましては、現在

も市内部の関係課とも協議を行っており、

今後詳細につきましては、ＪＲ西日本と

協議を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　８番目の住宅マスタープ

ランの作成は本当に必要なのか、公営住

宅以外の拘束力がなく、ほかに補完でき

る計画がたくさんある。作成の必要がな

いのではというご質問にお答えいたしま

す。

　まず１点目、住生活基本法の作成の義

務につきましては、市町村においては必

ずしも作成の義務はございませんが、作

成するほうが望ましいと考えております。

　２点目、民間住宅のコントロールにつ

きましては、耐震改修促進計画や高齢者

かがやきプランとの連携をとりながら啓

発を行い、行ってまいりたいと考えてお

ります。

　また、新しい住宅マスタープランの中

には、市営八町団地の建てかえ事業の実

施方針や既に作成済みの摂津市営住宅長

寿命化計画の見直しも含まれております

ので、国から社会資本整備総合交付金を

受け、事業を行うには、今回策定する予

定である長寿命化計画の作成が必要な要

件となっておりますので、ご理解賜りま

すようによろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　答弁が一つ抜け

ていまして申しわけございませんでした。

　１３番目の公園の維持管理につきまし

て、境川のせせらぎにカルキが入ってる

かということでございます。

　境川の清掃につきましては、午前中の

答弁でも述べましたように、年に１０回

もしなければならないということは、藻

の発生がどうしてもございまして、繰り

返していかなければならないという形で、

まず藻の発生、それから秋になりまして、

ことしはかなり落ち葉が入り込みまして、

少し不安定な状態となっておりまして、

それと、今年につきましては節電のため

にせせらぎの停止状態が長かったもので

ございますから、子どもたちが水辺で遊

ぶという形もございまして、次亜塩素酸
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ナトリウムのカルキを投入した次第でご

ざいます。生物多様性の件につきまして

は、重々認識いたしております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　１点目のし尿収集運搬

委託料の関連でございますが、これから

も、とにかく促進に努力いただきまして、

件数を減らす努力をお願いしたいと思い

ます。これはクリーンセンターの処理量

にも大きく作用しますし、今後の移転問

題と関係性が大変高いのでしっかりお願

いしたいと思います。

　それから、クリーンセンターの問題で

ございますが、先ほども申しましたよう

に、吹田市のことも随分言ってきました

けど、一番最初の根源は、諸悪の根源と

言ったら言い過ぎですけど、首謀者は大

阪府でしたので、大阪府にはそれ相応の

責任と誠意を見せてもらうということが

必要だと思いますので、吹田市単独でと

いうわけにはいかない場合には大阪府も

巻き込んで、しっかりと解決に向かって

お願いしたいと思います。

　地元としてはもう一日も早く、時期を

明確にしてもらうことを望んでおります

し、今は余り苦情は聞かなくなりました。

これはなくなるということがもうわかっ

てらっしゃいますから、皆さんもう我慢

していただいてますけど、それまでは臭

いだけは十分苦情を聞いてきました。特

に春から夏にかけて、風が住宅地のほう

へ吹いてくるんです。そしたらもう窓を

開けられないんです。ちょうどいい季節

に窓を開けられないというような状態が

続きますし、まさに夢にまで見た正雀終

末処理場の機能停止でありますので、地

元の思いをしっかり汲んでいただいて、

そして先ほども言いましたけど、以前に

は当時の三島町に切り捨てられたという

思いを持っていますので、そのことも重々

汲んでいただいて、しっかり対応に当たっ

ていただきたいと思います。

　それから協働によるまちづくりですか

ら、一定の段階でしっかりと地元に対し

ましての説明会なりを開いていただきま

して、正雀終末処理場の状態と、それか

ら吹田操車場跡地利用を含めてですけど

も、しっかり説明責任を果たしていただ

くことを、これはお願いして、要望とし

ておきたいと思います。

　それから３点目でございますが、都市

再生地籍調査でございますが、同意はほ

とんどできているということで、内容が

チェックされているのであれば、それは

良としたいと思いますし、今後もせっか

くお金をかけてやることでございますの

で、測量の内容とそれから全員が同意を

していただいて、きちっとしたものにな

るように努力していただきますように、

お願いしたいと思います。要望としてお

きます。

　それから４番目のモノレール駅前の管

理でございますが、ぜひこれは大阪府に

対しまして強く要望していただいて、作

りっ放しということではあかんのです。

清掃もせんなあかんし、メンテも点検も

しないといけないし、できないのなら、

お金を払ってしてくださいという姿勢で

臨んでいただきたいと思うんです。特に

ここはもう市役所のすぐそばです。市役

所の玄関です。そこがそんな汚いまま放

置されているということでは、黙ってい

てはだめだと思います。これはしっかり

お願いしたいと思います。要望していた

だきたいと思います。

　それから５番目の千里丘三島線の件で

ございますが、説明責任をちゃんと果た

してもらうということでございますので、

あとは安全対策を、朝と夕方は非常に人

も自転車も多いところでございますので、
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万全の安全対策をとっていただきながら、

工事を進めていただきたいということで、

要望としておきたいと思います。

　それから都市計画のマスタープランで

と緑の基本計画、それから住宅マスター

プラン、この三つ合わせて話しますけど

も、作るときは一生懸命作って、置きっ

放しなんです。結局、沿ってるのかどう

かわからないということで、総合計画は

確かにいつも総合計画に照らして審議を

されます。ところが、こういう計画は、

都市計画マスタープランに即してどうだ

というようなことは議論に上がってこな

いということは、議会の中でも余り課題

にならないということは、市民にわかる

ように作るというようになってますが、

市民にはよくわからないのだと思うんで

す。だから作り方が問題だと思いますし、

今度はやっぱり市民レベルで、協働とい

うことを大事にしていただくということ

でございますから、丸投げしてしまうと

いうことではなくて、しっかりと公募市

民を入れたり、ワークショップを行った

りしながら、市民にわかりやすい、市民

の意見の入った、しっかり活用ができる、

その目標に向かって進んでいけるプラン

にしていただくということを、これぜひ

要望しておきたいと思います。三つとも

そういうことでお願いします。

　それから別府公園の整備事業でござい

ますが、入札ですから実際のところはもっ

と安い金額になるかもわかりませんが、

これも協働のまちづくりの中での実施と

いうことでございますから、しっかりと

周辺の皆さんの意見が反映できる、そう

いう公園の整備にしていただきたいとい

うことで、要望しておきたいと思います。

　それから、ちびっ子広場の管理事業で

すが、桃山住宅が持ってたところは３，

０００平米以上あると思うんです。３，

０００平米ないとおっしゃいましたけど、

結構広いです。何十軒と建ってます。だ

から何か代替でしたのかと私は思ったん

で、そのことを指摘してるんですけど、

もしそうであれば、何か広場的なものを

考える必要があるのではないかと私は思っ

ているんです。そのことをもう一度お聞

かせください。

　それから１３番目の境川せせらぎ緑道

のことですが、今言われたように、確か

に節電で水がとまってますから、それだ

け水質が悪化するということで、プール

と同じような考え方でいくと、子どもが

入っても安全なようにということになる

かもわかりませんけども、この辺は非常

に考え方が逆行してしまうところで、入

れると生物が死んでしまうしということ

で、難しいところだと思いますけれども、

しかし、生物多様な水辺という部分は忘

れずに、何とかやっぱり頑張っていただ

きたいと思うんです。

　特に管理について、前も言いましたけ

ど、近くのマンションで自治会が立ち上

がりそうだと、そこに委託ができるよう

な可能性があるということでございまし

た。エコイクフェスタであかりプロジェ

クトをやられてましたけど、そのときも

そのマンションの周辺はその方たちのク

ラブだそうですけども、ペットボトルを

並べてあかりをつけられてました。そう

いうところへの協働という意味でガラン

ド水路みたいに、委託で一緒に管理でき

ていくような体制の構築も、これは要望

としておきますので、しっかりお願いし

たいと思います。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　先ほどの千里丘

東の開発の件でございますけれども、土

地としては１筆でございましたけれども、

分けて開発いたしておりますので、３，
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０００平米以上にはなっていないという

ことでございます。

○山本靖一委員長　開発指導の担当との

協議がどういうふうになってたのか答弁

してください。

　この場で暫時休憩します。

（午後１時５８分　休憩）

（午後２時　　　　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　林課長。

○林建築課長　千里丘東１丁目の桃山住

宅の開発につきましては、開発面積２，

４００平米でございまして、ちびっ子広

場の面積を算出する必要なかったという

ことで、隣につきまして、区画が別で道

路がありますので、分割しての開発とい

うことで、大阪府の許可も要らないとい

う形で聞いております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　真ん中に道路を先に作っ

たから、道路の両側に分けられたという

ことですよね。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　そういうことでございま

す。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それを言われたら、先

に道路をつけたら、何ぼでも分けられる

ということになります。結局、本市では、

そういうふうにできますよと、一つの前

例ができてしまったことになると思うし、

何ぼ大規模開発でも、道路さえつければ

何ぼでも割れるという考え方になってし

まうから、それはまずいんじゃないです

か。やっぱり、一団地としての扱いにな

るんじゃないですか。その件について答

弁をお願いします。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　従前において道路があっ

たということでございます。それで、新

たに道路を設置しての開発ではなく、も

ともとあったので、区画ケースの変更に

当たらないということで、当たる分につ

いては２，４００平米で府の開発許可も

受けておるということでございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　確かに細い道路があり

ました。それにしても、開発するために

はその道路を拡幅しないとだめだったわ

けで、その道路自体もさわっているわけ

ですから、この辺は一遍、要綱を見直し

て、隣接して大きな区画で開発する場合

については、考え方を改めるべきではな

いのかと思うのですけれど、その点は要

望しておきます。

○山本靖一委員長　よろしいですか。

　木村委員。

○木村勝彦委員　それでは、正雀終末処

理場の施設維持管理負担金、平成２３年

度の補正予算で４００万円減額されて、

今度２４年度で整備負担金を３，０５４

万６，０００円、管理委託金が１，３４

５万２，０００円ということで計上され

ておるんですけれども、先般の本会議で

も、代表質問でも大いに議論をされまし

たように、この正雀終末処理場が、２５

年度中旬に機能停止をするということも、

既に吹田市のほうでは決めておられます。

　そしてまた、機能停止をした後、どう

するんだという、いろんな処理案につい

て、摂津市等とも協議をしながらやって

きているんですけれども、流域下水道へ

接続をするということについては、摂津

市に既に同意をしてしまっているわけで

す。

　だから、そういうことになってきます

と、クリーンセンターの問題が解決をさ

れたら、それはいうことはないんですけ

れども、残ったときに果たしてどうなる

のかということの問題が出てくると思い
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ます。

　そういうときに、整備負担金、管理負

担金が摂津市としてどのような形になっ

ていくのか。この辺のことについて、お

答え願いたいと思います。

　それから、この後の議案で自転車安全

利用倫理条例の審査を行いますが、摂津

市の場合、そういう条例や宣言、制度を

立案、企画したときに、それをきっちり

と説明されておるかといいますと、なか

なかそういうふうになっていない部分が

あります。

　例えば、平和都市宣言をして、それに

伴って平和公園を作ってきたという経緯

の中で、今ではその平和公園が全く機能

してないというような状態ですし、それ

で、今後はそういう条例を作って、魂を

入れていくということになってくれば、

やはり受け皿として、正雀にある交通公

園、こういうものを活用して、自転車の

運転のマナーの啓発という形でやってい

くということがなかったら、条例だけ作っ

て、受け皿がないということでは魂が入っ

ておりませんし、そういう点では、正雀

の交通公園が今、どういう状態になって

おるかといいますと、全くそういうこと

には利用されておらないということで、

以前にもそのことを私は指摘したんです

けれども、未だに放置をされております

し、そういう点では交通公園の管理はど

うなっておるのか。その辺のことについ

てもお知らせ願いたいと思います。

　それで、これは先ほど申し上げました

ように、平和公園でもそういう形で、過

去にも質問をして、この前に平和集会が

あったときに、市長も来られて、いろい

ろとあいさつされて、セレモニーをやっ

ている段階で、全くベンチも椅子もない

という状況の中で、みんなが長時間立っ

て話をしたり、話を聞いたりしなければ

ならないということがありますし、せせ

らぎ水路も埋め立てられておりますが、

復活させて、ベンチも設置をして、ミニ

コンサートなんかができる、これから春

になれば桜を見に、あそこへたくさんの

市民が来られます。そういうときにも、

そういう市民がベンチに座って憩えると

いうような公園に、私はしていくべきだ

と思うんですけれども、問題提起をして

も、一向にその問題が進んでいないとい

う現状は大変憂いております。

　先ほど申し上げましたように、やはり

制度を作ったり、条例を作ったりしたら、

それに伴う魂を入れていくということの

施策をきっちりとやってもらわんといか

んと思うんですけれども、その辺の考え

方について、お答え願いたいと思います。

　それから、安威川ダムの問題、これか

ら進めていくという方向で取り組んでお

られるということですけれども、昨年の

３月１１日の東日本大震災、あの大きな

津波で防波堤が飛んでしまったというよ

うなこともありましたし、先般のいろん

なシミュレーション、テレビでも見てお

りますと、仮に震度７ぐらいの地震が来

てしまいますと、津波が高槻市あたりま

で行ってしまうということが報告をされ

ておりました。

　そうなってきますと、せっかく設置を

した番田水門も、これは飛んでしまう可

能性も十分ありますし、そういう点では

せっかく設置をした番田水門の内水排除

の問題があります。上のほうから水がど

んどん来ないように、一日も早いことダ

ムを完成してもらって、そこで一時、水

を抱いていただいて、下流側の安全安心

を守っていくということになっていかな

ければならないと思いますし、摂津市議

会も、全会一致ではなかったですけれど

も、安威川ダム促進決議も上げておりま

－37－



す。そういう点では、東南海・南海地震

等についても、遠い時期にならないで、

近い将来、発生するということも言われ

ておりますし、そういう点ではやっぱり、

一日も早いダムの建設を完成させてもら

おうということは、私は摂津市として、

大阪府、茨木市、国に対してきっちりと

物を言って、早い完成を目指して頑張っ

ていくということが必要だと思うんです

けれども、その辺の、摂津市としての今

日までの取り組み方について、御報告を

願いたいと思います。

　それから、街路樹の剪定ですけれども、

これは２年に１回、公園等の整備はされ

ておりますけれども、街路樹の剪定とい

うのは、以前にも私は当委員会なり、本

会議でも指摘をしてきましたけれども、

鳥飼野々３丁目の緑道帯でも、長年、剪

定がされずに、カラスが巣を作って、周

辺の住民に襲いかかってくるというよう

な、大変危険な状況もありました。今年

はどうなっているかということで見てみ

ますと、今年はもう既にきっちりと剪定

をされておりました。

　あの並木は、秋の紅葉の頃にはきれい

な風景になりますし、あそこの緑道を大

切にするということになれば、やっぱり

きっちりと公園のように２年に一遍、大

木の剪定をしていくということをやって

もらうべきだと思うんですけれども、過

去の剪定の経緯、今後の剪定の計画、そ

んなことについて、この機会にお聞きを

しておきたいと思います。

　それと、１４５ページから１４７ペー

ジの各種団体の負担金ついて、この役割、

実績みたいなものを、この機会に改めて

聞いておきたいと思います。

　天下り先になっている組織がたくさん

あるということで、相当、全国的にも抑

制をされてきている部分もありますけれ

ども、どの団体がどういうふうな役割を

果たして、どういう組織になっておるの

か、そういう天下りの受け皿にはなって

いないのかどうか、その辺のことについ

てのお考え方を、この機会に一つ聞いて

おきたいと思います。

　補正予算の都市計画審議会委員の報酬

というのは、これは開かれなかったとい

うことですけれども、近年、都市計画審

議会に係るような、摂津市としての計画、

そういうものが今後、出てくるのか、出

てこないのか、その辺のことについても、

この機会に改めてお聞きしておきたいと

思います。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　１点目の正雀

終末処理場の整備負担金についての考え

方でございますけれども、以前からこの

問題について、吹田市と協議をしており

ます。

　本市が吹田市に言っておりますのは、

整備負担金というのは、正雀終末処理場

で本市のし尿を最後まで処理をすると、

そういう前提のもとに、摂津市が今まで

負担してきたものでございます。ですか

ら、仮にその問題が解決せずに、クリー

ンセンター問題が残ったままで、そのと

きに吹田市が処理をされないのであれば、

当然、これは整備負担金としては払えな

いだろうと。問題が解決せずに処理場機

能も停止されずに処理をしていただける

のであれば、これは協定に基づいて支払

いをしていかなければならないというと

ころで、機能停止されて、処理をされな

い場合には、整備負担金は払えないとい

うのが、摂津市の主張でございます。

　吹田市は以前から、この負担金という

のは、建設としての負担金なので、もう

建設した時点で負担割合は決まっている

んだと。それを単に分割して払っている
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だけなんだと。そういう認識を示されて

おりましたが、その後の協議によりまし

て、摂津市の考えについても検討したい

というような回答をいただいております

ので、そういう方向で我々も今後、協議

をしていきたいと思っております。

○山本靖一委員長　渡辺次長。

○渡辺土木下水道部次長　安威川ダムの

関係のご答弁をさせていただきたいと思

います。

　先ほど、ご答弁させていただいた内容

と重複するかもわかりませんけれども、

安威川ダムにつきましては、政府のダム

事業再検証の対象となった中で、大阪府

が河川整備委員会において、検証を行っ

ておりました。その検証に当たる都度、

安威川の沿線の首長が寄る中で、早期着

工という形の中で、その都度、茨木市、

摂津市、高槻市あたりの首長も含めた形

の中で、早期着工をしてくれという内容

で、随時、要望をしておったところでご

ざいます。

　そんな状況の中で、３月１１日の東日

本震災の中で、表にこそ出ませんでした

が、ダムの崩壊等もあったという、その

辺の内容で、かなり慎重な形の中で検証

もされた。その検証の結果、ダムが妥当

であるという形の中で、平成２３年１０

月１３日付で国土交通省のほうにダムが

妥当という報告書を提出されて、今現在、

国の有識者会議の中での承認待ちという

状況になっておる状況でございます。

　その都度、大阪府のほうへは、早期の

ダム着手ということは、会議等、その都

度、あるたびには摂津としても要望はし

ておるところでございます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　それでは、公園

についての質問にお答えさせていただき

ます。

　まず、交通公園でございますけれども、

現在の状態につきましては、草などはか

なりきれいな状態になっております。そ

れから、交通標識等につきましては、少

し古びておりますけれども設置されてお

ります。それから、信号機でございます

けれども、信号機もかなり錆がきており

ますけれども、これは点灯が可能な状態

となっております。

　前回の委員会でもご質問をいただきま

したようにＰＲ不足ではないかと考えて

おります。ですから、ホームページを立

ち上げまして、交通公園のＰＲに努めて

まいりたいと考えております。

　それから、平和公園につきましては、

現在、大型遊具を撤去いたしまして空き

地となっております。それから、せせら

ぎ水路については、かなり前から水がと

まっておりまして、カリヨンのところか

ら水が出まして、せせらぎ水路に流れる

状態となっておりました。

　このことにつきまして、原因及びこれ

からどのようにしたら水が流せるのかと

いうことにつきまして、平成２４年度に

つきまして、コンサルタントのほうへ発

注いたしまして、検討してまいりたいと

考えております。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　各種負担金につい

てでございますが、大阪中央環状モノレー

ル建設促進会議負担金として１万５，０

００円を負担しております。これにつき

ましては、現在、門真市までモノレール

が行っていますが、門真市駅から八尾市

までのモノレール延伸を促進する会議と

してできております。

　参加市につきましては、茨木市、摂津

市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、

八尾市となっております。これにつきま

しては、昭和５９年８月から発足してお
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ります。

　それから、都市計画審議会が平成２３

年度は開かれなかったということなんで

すけど、平成２３年度は案件がなかった

ことにより、やってないんですけども、

今後の案件につきまして、予定されるの

は、生産緑地地区の買い取り申し出等、

廃止の案件が出てくれば、生産緑地地区

の変更、それから先般、議員にも説明さ

せてもらい、住民意向のアンケート調査

をさせてもらっています、大阪府がみど

りの風促進区域というのを指定しており

ます。この区域で地区計画を指定してい

くということで、住民ニーズを聞きなが

ら地区計画の設定を、できればしていき

たいと考えています。

　それから、もう１点、平成２４年度か

ら平成２５年度にかけて、大阪府下で都

市計画道路の見直しが行われます。その

内容で今後、検討していきまして、都市

計画道路の変更等が出てくれば、これも

都市計画審議会に諮っていきたいという

ことで考えております。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　それでは、公園

の負担金について、お答えいたします。

　加盟しております団体につきましては、

大阪都市公園協議会でございまして、こ

れにつきましては、大阪府下の市町村で

構成いたしております。目的といたしま

しては、市町村の都市公園に係る共通問

題の協議や研修、公園行政の円滑な実施

とか、大阪府の考えでありますとか、市

町村の各考えについて、情報を収集いた

しております。

　大阪府につきましては、オブザーバー

として参加いたしておりますけれども、

これが天下りの温床になっておるとかい

うことは、ございません。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　大阪府開発指導行政協議

会負担金でございますが、協議会は開発

指導行政関係機関の密接な連絡協議と、

開発の業務の向上、充実を図ることによ

り、開発及び宅地許可制度の円滑、かつ

的確な運用等、良好にして安全な拠出金

の推進に資することを目的として業務を

行っています。

　具体的には、開発許可関係の実務研修

会や開発機関に伴う調整会議の開催、宅

地防災技術研修会、テキスト等の資料や

市町村の事務分担表作成を行っていただ

いておるところでございます。

　また、これについても天下りの対象で

はございません。

　続きまして、大阪府市町村営繕主務者

会議の負担金５，０００円につきまして

は、主な内容につきましては、公営建築

物の営繕に係る諸問題について、協議や

施設見学会を行うものであります。

　最近の話題につきましては、諸経費率

が変わってございます。これについての

協議とか、資料収集を行ってもらってい

るものでございます。

　続きまして、大阪府建築物震災対策推

進協議会の負担金でございますが、協議

会の主な内容につきましては、既存建築

物等の耐震性向上の推進に関する事業、

被災建築物等の応急危険度判定の実施体

制の整備に関する事業、その他、建築等

の震災対策に関する事業を行っていただ

いております。

　具体的には、耐震診断、改修窓口の運

営、耐震診断改修講習会の開催、耐震改

修指針の講習会の開催等でございます。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　街路樹の剪定に

対してお答えいたします。

　本市では、街路樹の剪定作業といたし

まして、街路樹の美観、道路緑化機能の
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向上、維持、形状の調整を目的として、

毎年、夏季、冬季に分けて、樹木の剪定

を行っております。

　夏季の剪定につきましては、主に台風

対策といたしまして、千里丘三島線のプ

ラタナス等の落ち葉対策を中心に剪定を

行っております。

　冬につきましては、美観の維持、樹形

の維持、落ち葉対策を目的としまして、

新在家鳥飼上線のイチョウ等を中心に剪

定しているところでございます。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、木村委

員の１回目の質問の自転車安全利用倫理

条例にかかわる分で、交通公園の利用を

図るべきではないかというお問いにお答

えさせていただきます。

　自転車につきましては、家庭、地域、

学校での繰り返しの、教育していくこと

が大切かと存じております。

　交通公園が使えるようになれば、遊び

の中で、地域の中で、そういう勉強をし

ていけるのかなと思っておりますし、ま

た、私どものほうでも有効利用を図れな

いかと検討してまいりたいと思っており

ます。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　街路樹の剪定の

件で、過去の経緯ということが抜けてお

りました。

　過去、５年間にわたりまして、まず、

平成１９年度が８１０万円、平成２０年

度が７８０万円、平成２１年度が９１０

万円、平成２２年度が８００万円という

金額をもちまして剪定をしております。

　内容等につきましては、高木が約１，

４００本、低木剪定が約１５０本、あと

は寄せ植えの剪定、これが大体５，００

０平米ぐらいになっております。あとは

年１回除草という形で、４，５００平米

という形の内容を、５年間継続してやっ

ております。

○山本靖一委員長　平和公園のベンチの

質問もされておりますし、大阪府都市計

画協会負担金とか、あと４件の答弁が残っ

てます。

　新留課長。

○新留都市計画課長　負担金につきまし

て、大阪府都市計画協会負担金につきま

しては２万円を負担しております。これ

につきましては、大阪府下の自治体によ

り負担しておりまして、金額につきまし

ては、人口により負担金を決定しており

ます。

　本市の場合は３万人以上１０万人未満

ということで、２万円を負担しておりま

す。

　それから、大阪府都市計画街路事業促

進協議会負担金につきましても、２万円

負担しております。これにつきましては、

通常会費が１万円、特別会費、これは全

国街路事業促進協議会により一律１万円

となっております。通常会費につきまし

ては、これは人口により負担金を１０万

人未満ということで１万円となっており

ます。

　それから、大阪市街地再開発促進協議

会負担金につきましては５万円。これに

つきましても、人口によりまして、５０

万人未満ということで５万円ということ

です。現在、本市は千里丘西の再開発事

業計画も検討しております関係から、促

進協議会に入っておるところでございま

す。

　それから、大阪府景観形成誘導推進協

議会負担金、これにつきましては１万円

を負担しております。これは大阪府の景

観形成誘導推進協議会設置要綱に基づき

まして、支払いをしておるものでござい

ます。
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○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　平和公園のベン

チについてでございますけれども、先ほ

ど言いました、せせらぎ水路と同時に検

討してまいりたいと考えております。

○山本靖一委員長　各種負担金について、

実績や本当に摂津市に必要なのかという

ようなことを聞かれているんですけれど、

次の質問でもう一回言っていただきます。

　木村委員。

○木村勝彦委員　先ほど、質問を一つ漏

らしておりましたので、追加したいと思

うんですが、補正予算の１７ページ、自

動車駐車場使用料の問題ですけれども、

市内には市営駐車場があるんですけれど

も、料金にばらつきがあります。

　例えば、正雀に限って言いましても、

駅前の市営駐車場と周辺の民間の駐車場

との間には、料金の格差が生じておりま

すし、ＪＲ千里丘駅のフォルテ摂津の駐

車場とＪＲの側道の駐車場を比較しまし

ても、ＪＲの側道の駐車場は１日４００

円、フォルテ摂津の駐車場は、初期料金

が３００円ということになっております

し、そういう点では非常に公的な要素の

強い駐車場について、料金が高いという

こともありますし、利用者にとっては、

安いほうにいってしまうということで、

駐車料金が落ちていくということに、つ

ながっていくのではないかと思います。

　大阪市内でも、非常に低い価格に抑え

てきておりますし、その辺、摂津市の駐

車場の料金について、公的な駐車場の料

金問題等について、真剣に取り組むべき

ではないかと思うんですけれども、その

辺のことについて、お聞かせ願いたいと

思います。

　それから、正雀終末処理場の負担金の

問題、今、答弁があって、当然そういう

ことで、機能停止をされて、摂津市の対

策が講じられない場合は、負担金を払え

ないということはわかるんですけれども、

これは吹田市、摂津市の協議が順調に進

んでいけばいいんですけれども、クリー

ンセンターの問題、今のところ、両市の

間には温度差がありますし、吹田市とし

て、平成２５年中旬に機能停止をした段

階で、先ほど申し上げましたように、も

う摂津市も同意してもらっている流域下

水道施設ということをやっていかれる可

能性も、私は十分あると思うんです。

　だから、そういうことでは、クリーン

センターの問題が積み残しになって、吹

田市と摂津市の間の信頼関係、行政間の

協力関係みたいなものがなくなってしま

いますし、そのことが、ひいては国立循

環器病研究センターの誘致の問題にも大

きく影響してくると思います。

　国立循環器病研究センターの移転問題

がどうなるかということ、先ほど来、相

当先になるんではないかという話もあり

ますけれども、やはり、私は一面におい

ては、今の新聞報道を見ましても、箕面

市も国立循環器病研究センターとの協議

を進めていく中で、一番、難しい問題で

ある北大阪急行電鉄の延伸問題でも、先

般、日本経済新聞にも報道されましたよ

うに、もう予算化して取り組んでいくと

いうことになれば、やはりそっちに行く

可能性もありますし、ある程度、私は結

論としては早く出るんではないかなとい

う感じもしています。

　そういう点ではやはり、クリーンセン

ターの問題は、一日も早く解消していか

なければなりませんし、そういうことを

吹田市はどうしても協力できないという

ことになってくれば、摂津市として、や

はり先般の代表質問でも私どもの会派の

ほうからも申し上げましたように、工事

用車両について、一定、歯どめをかけて
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いくというようなこともやらなければな

らないということになってきますし、そ

ういう点では吹田市との協議は一日でも

早く、両市が協働して国立循環器病研究

センターを誘致をするんだということの

取り組みがなされるべきだと思います。

　一日も早い、クリーンセンター問題解

消に向けて、より一層の努力、とりわけ

吹田市の摂津市に対する協力という形が

出てこなければならないと思いますので。

先般も吹田市の議員とも話をしたんです

けれども、吹田市のほうは、国立循環器

病研究センターについては全会一致で操

車場跡地へ来るように、決議を上げて国

へ出しておられます。

　しかし、吹田市議会の中では、やはり

クリーンセンター問題、それに伴うし尿

の処理について、し尿の処理は市町村固

有の問題であると。だから、市域を越え

て処理することはないんだというような

ことを、市議会でおっしゃっておられま

すし、そういう点で、過去の経緯につい

て認識があるのかということを確認しま

すと、ベテランの議員ですら、そういう

覚書とか、協定とか、そういうものがあっ

たということについて、認識がないとい

うことで、吹田市議会でも、この問題に

ついて、質問をされておると思うんです。

　だから、やはりそういうクリーンセン

ター問題、行政も議会も、お互いに吹田

市、摂津市が共通認識を持って、一緒に

取り組んでいくということが、私は一番

求められておると思いますので、やはり

クリーンセンターの処理の問題について

は、吹田市に対して、強く食い下がって

いくということをやるべきだと思うんで

すけれども、先ほど来、若干、答弁をさ

れておりますけれども、その辺の決意に

ついて、お聞かせ願いたいと思います。

　それから、ダムの問題は、これは長野

県の田中元知事が脱ダム宣言をされて、

全国のダムがとまってしまいました、あ

る程度。そういう中で、前原元国土交通

大臣が推進されていく中で、今現在は、

またダムは必要だということで、推進す

るという方向に向いておりますけれども、

やはり国も地方自治体も、ダムの必要性

について、市民の生命、財産、国民の生

命、財産を守るためには、必要なのか、

必要でないのかということも、確信をもっ

て取り組んでもらわなければいけないと

思うんです。

　安威川ダムの問題に限っていえば、車

作の水没する地域の住宅は全部、もう山

のほうへ上がっております。そういう点

で、もうダムのアーチの基礎部分につい

ても、できかかっている段階でダムをと

めるということについては、非常に認識

の甘さがあるなという気がしましたし、

結局は、また再開をしていくという方向

に向いてきましたし、そういう点でやは

り、そういう大きなプロジェクト、事業

について、確たる取り組みをするという

ことの決意をもってやらないと、ふらふ

らしてたのでは、どこへ行ってしまうか

わかりませんし、結局、時間の無駄、あ

るいは経費の無駄、いろんなことが派生

してきますので、やはり安威川ダムの促

進については、摂津市としては下流側の

摂津市の市民の生命、財産を守るという

立場で、しっかりと、早いこと、実現を

してもらうということにしてもらわない

といけないと思うんです。

　震災が来て、津波が押し寄せてくると

いう可能性は十分あるんです。そういう

点で東北地方の問題ということだけでは

なしに、やはり、大阪の市民の生命、財

産を守るという、そしてまた、当然、摂

津市の市民の生命、財産を守るという立

場から、一日も早いダムの促進に向けて
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の取り組みを進めてもらうということを、

これは要望にしておきます。

　それから、各種負担金の問題は、例え

ば、今いろいろと説明されましたけれど

も、モノレールについて、現状どうなっ

ておるかといいますと、今、大日から西

のほうは、門真市まで行っておりますけ

れど、そこから先は今のところ、工事が

とまっておるはずです。

　だから、そのとまっておる段階でも、

負担金を払っていかなければならないの

でしょうか。しばらくとまっておる段階

では、当然、事務量も減ってきますし、

人件費も減ってくるはずですから、補助

金の見直しも、必要ではないかと思うん

です。

　だから、摂津市にとっては、わずかな

金額ですけれども、全体の関係からすれ

ば、それなりの負担金の見直しというこ

とも求めていくべきだと思うんですけれ

ども、その辺の市の認識をもう一度、聞

かせてもらいたいと思います。

　先ほど申し上げましたように、とりわ

け、平和公園はそういう、今答弁をもらっ

て、今後、努力してもらうということに、

大いに期待をしたいと思うんですが、交

通公園については、前にも私はこの場で

指摘をして、有効利用するようにという

ことを言っておりました。

　そういう中で、自転車安全利用倫理条

例を作る段階では、当然、その受け皿と

して、そういう施設を作っていって、例

えば、摂津市の小学校の生徒をそこへ連

れていって、そこで先生が指導するとい

うようなことも、年に一遍やるとか、あ

るいは年に２回やるとかという形で、三

つ子の魂百までと言いますけれども、小

さいときからそういう自転車の交通マナー

を教えていくことが、自転車の交通事故

を少なくしていくということにつながっ

ていきますから、そういう点では、なぜ

今までそういうことに着目をされなかっ

たのか。自転車安全利用倫理条例を作ら

れるときに、そういう交通公園の有効利

用を図っていくということも考えられな

かったのか。その辺のことについて、も

う一度、答弁を願いたいと思います。

　街路樹の剪定問題は、さっきも申し上

げましたように、鳥飼野々３丁目の緑道

は、うっそうと茂ってしまって、空の部

分がふさがれてしまうというような状態

になっておった時期もありました。最近、

私もその問題を指摘をして、樹木の剪定

をしてもらって、カラスの巣もなくなっ

てきましたし、最近は、非常にきれいに

はなっておりますけれども、まだ、シー

ズン前になりますと、うっそうとしてい

るということがありますから、定期的に

きっちりとその辺は剪定をしていくとい

うことを改めて要求しておきたいと思う

んですけれども、その辺の考え方につい

てお聞かせ願いたいと思います。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、木村委

員の２回目の質問にお答えさせていただ

きます。

　倫理条例制定に当たって、交通公園を

もっと有効利用する方法を当初から考え

ておくべきではなかったかというお問い

でございます。

　私どもも、実際、交通安全教室なりで

は、学校に出向いたりという形ではして

おりましたけれども、交通公園が正常に

機能しました折には、有効利用も図って

まいりたい。図るためのことを進めてい

きたいというふうに考えておるところで

ございます。

　また、駐車場使用料につきましてのお

問いについてなんですけれども、今まで

の条例でいきますと、最初の３０分が２
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００円、それ以降、３０分ごとに１００

円ずつ上がっていくということで、８時

間まで１，７００円という形をとらせて

いただいておりました。今回、最初の３

０分が１００円、３０分ごとに１００円

上がっていって、５時間の１，０００円

で２４時間まで１，０００円がマックス

という形でとらせていただいております。

　駅周辺には、２４時間４００円から１，

０００円までが多いのでございますけれ

ども、それを侵さない程度でということ

で、今回１，０００円という形をとらせ

ていただきました。それによって、駅周

辺の方の利用率を向上していただけるも

のと考えておるところでございます。

○山本靖一委員長　料金のバランス、金

額が違うというご指摘です。その点につ

いて答弁をお願いします。

　山本課長。

○山本道路交通課長　市営駐車場、私ど

もが管理しているものについては、同じ

料金にはさせていただいてはございます。

ただ、小川駐車場だけは所管が別になっ

ております。

○山本靖一委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　クリーンセン

ター問題の解決に向けて、決意というこ

とでございます。

　部長も答弁しておりましたように、本

会議での答弁でございますけれども、処

理場もクリーンセンターもないというこ

とが、両市にとって最善ということです。

それに向けて、両市が協力をする必要が

あると考えております。

　特に、処理場につきましては、吹田市

域の下水を処理するために、本市に処理

場が設けられたという経緯がございます。

そういったことを考えますと、やはりこ

の問題が、本市の固有の問題であるとい

うような吹田市の認識はとても受け入れ

られないと考えておりますので、引き続

き、今後も強く、吹田市に対して協力を

求めていきたいと思います。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　野々３丁目の西

面八防緑地の樹木の剪定について、ご答

弁申し上げます。

　この緑地につきましては、平成２３年

度になって剪定したわけでございますけ

れども、その前につきましては、平成２

１年度に剪定を行っております。ですか

ら、この２年間で繁茂してきたわけでご

ざいまして、これからも繁茂の状態を見

ながら、定期的に剪定をしていきたいと

考えております。

○山本靖一委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　それでは、大阪

中央環状モノレール建設促進会議負担金

ということで、１万５，０００円を予算

化しておるところでございますけれども、

実は、これはいろいろ経緯がございまし

て、木村委員もご存じだと思いますけれ

ど、我々が吹田市から南伸を、第２期と

思いますけれど、南伸するときに、東大

阪市や八尾市、大東市も含めまして、皆、

応援をしていただいて、何とか門真市ま

で、京阪のところまでたどりついていま

す。そのときに、いろんな形でバックアッ

プ、応援していただいた経緯の中で、そ

うしたら、次に門真市からそれ以南にモ

ノレールを南伸ということで、計画が進

められておりましたけれども、経済情勢

とか、いろんな環境の中で、今現在、ご

存じのとおり、とまっているという状況

でございます。

　ただ、やはり東大阪市なり、八尾市は

何とか南伸をしてもらいたいということ

で、要望なり、いろんな活動をしておら

れまして、摂津市もそういう経緯を踏ま

えまして、今日まで、この促進会議のほ

－45－



うに参加してまいりました。

　ただ、経済情勢も含めまして、財政状

況も厳しい中で、なかなか延伸は日の目

を見ないというのが現実でございます。

　その中で、今現在、茨木市と摂津市、

そして、守口市でございますけれども、

今後、継続的に、この会に入るかどうか、

一応、今回は上げてますけれども、再度、

協議したいと考えています。昨年も、こ

の話を持ちまして協議をさせていただき

ました。でも、もうちょっと様子を見よ

うかというのが、現状でございます。や

はり今日まで摂津市のモノレール事業に

応援をいただいたという部分は重く受け

とめるべきというのが、今現在の気持ち

でございます。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　駐車場の料金の問題、

やはり、周辺の民間の駐車場とのバラン

スは確かにあると思います。しかし、利

用者の側からすれば、民間であれ、ある

いは市営駐車場であれ、やはり安いほう

にいってしまいます。フォルテ摂津は１，

０００円、近くの駐車場は１日４００円、

倍以上の料金を取られるなら、当然、安

い方へ行きます。

　そうしたら、フォルテ摂津の駐車場の

使用料が下がっていきます。それでいい

のか、その辺のことについても市として

は民間駐車場とのバランスも考えながら、

摂津市の直営の駐車場の料金についても、

さらに見直していくということも、民間

駐車場との協議をしながら進めていかな

いと、その格差のままでしておったら、

売り上げが落ちるばかりです。だから、

その辺のことについて、きっちりと取り

組み、改めてもらいたいと思います。

　それと、交通公園の問題ですけれど、

交通公園が整備されたらということで先

ほど答弁がありましたけれど、条例を作

るときには、交通公園があるんだから、

これを整備して、一緒にスタートさせて

いくということが必要であって、これか

ら整備していくんだということでは、泥

縄式になってしまいます。

　条例を作るときには、受け皿をきっち

り整備していく、魂を入れていくという

ことに着眼をしてもらって、今後、そう

いうことについての、取り組みについて

は、先進的に取り組んでもらいたいと要

望しておきます。

　クリーンセンターの問題、先ほど来、

再々、答弁してもらっておりますし、こ

れ以上突っ込んでも答えが出てこないと

思いますし、代表質問でもやられており

ますけれども、やはり摂津市として、吹

田市との協議、お互いに近隣の市町村と

して信頼関係を保って進めていくという

ことにならないといけないのに、今のと

ころではそういう信頼関係が若干崩壊を

しかけてるのではないかという気がしま

す。

　そうなってきたときに、先般の代表質

問でも言いましたように、例えば、吹田

市が処理場の解体作業に入ったときに、

その工事車両はどうするんだということ

になったときには、摂津市は協力できな

いということになり、処理場の周囲、ど

こも出られないということにもなってき

ます。そんなことでは処理場問題は解決

しませ。吹田市に譲歩をせまって、一日

も早いクリーンセンター問題の解決につ

いて、吹田市が今までの４０年間、迷惑

をかけてきたということ、大阪府に責任

を追及することも、これは大事ですけれ

ども、大阪府は既にもう、吹田市にあの

施設を譲渡してしまっているわけですか

ら、やはり譲渡を受けた吹田市が責任を

持つというのが基本だと思うんで、吹田

市に対してもっと譲歩をせまっていくと
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いう交渉をこれからもしていってもらい

たいと思います。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　委員の皆さんがそれぞれ

質問していただきましたので、重複する

ことなく、質問したいと思います。

　また、重複するところは視点を変えて

質問しますので、答弁をよろしくお願い

いたします。

　まず、交通指導業務委託料の５１６万

円。これは平成２３年度から新たな契約

になっていると思うんですけれど、この

内容をお聞かせください。

　自転車利用者指導委託料で、平成２３

年度が１，６５８万７，０００円で、平

成２４年度が１，４９２万９，０００円

で、１６５万８，０００円安くなってい

ます。この内容をお聞かせください。

　それと、代表質問で、聞きたかったん

ですけれど、時間の関係で聞けなかった

ので、今回、この委員会で聞かせていた

だきます。

　公共施設巡回バス運行管理業務委託料

のところと、市内循環バスの運行補助金

の件に関しまして、この中で市が補助を

行っている市内循環バスは、路線バスと

認識しますが、これの経緯、どのような

経緯でこのようになったか、それをお聞

かせください。

　続きまして、予算書１４１ページ、狭

隘道路整備助成金に関しまして、１，０

００万円ございます。この現状をお聞か

せいただきたいと思います。平成２３年

度の補正では、３００万減額しておりま

すが、現状をお聞かせください。

　続きまして、予算書１４５ページの、

緑の基本計画改定業務委託料の８１９万

円、これは全部、国費で出るということ

は、先ほどの答弁でお聞きしているんで

すけれど、これが本来は平成２２年度に

見直しになるはずだったと思うんですけ

れど、平成９年度から平成３２年度まで

で、それが総合計画との関係で、平成２

４年に見直しという形になっているんで

すけれど、この辺の流れと、また、公園

台帳作成委託料のところで、１１５万円

の予算の中、平成２３年の補正で５９万

６，０００円減額しております。この差

をご説明お願いします。

　次に、予算書１４７ページ、さくらづ

つみ植栽工事で、１９０万円が出ており

ます。この内容をお聞かせください。

　続きまして、予算書１４９ページの公

園等砂場消毒清掃委託料であります。こ

れは平成２１年度、平成２２年度、緊急

雇用の事業で砂場の清掃をされておりま

す。この緊急雇用の事業でかなり砂場を

きれいな形にされていると思うんですけ

ど、その後のこの取り組みに関してお聞

かせください。

　続きまして、公園遊具補修事業と公園

遊具取替事業であります。補修事業のと

ころでは、平成２３年度は６２０万８，

０００円になっているところ、平成２４

年度では、９９５万８，０００円になっ

ております。公園遊具取替事業のところ

で、平成２３年度では３７５万になって、

平成２４年度にはなくなっております。

　このところで、遊具補修事業は、本来、

遊器具の修繕による機能維持とあります。

　また、取替のほうは、取替による施設

の充実となっております。この違いとい

うか、それぞれの連携、どのような形に

なっているのか、お聞かせください。

　続きまして、別府公園整備事業のとこ

ろで、先ほどから質問で内容は、一応理

解しました。そういった中で、防災機能

を備えた公園にしていくという形は、防

災管財課の管轄になろうかと思いますが、

公園みどり課のほうでこの事業に取り組
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まれたというか、また防災管財課と今後

どのような連携をとられていくのか、そ

の辺のところをお聞かせください。

　続きまして、千里丘三島線道路改良事

業であります。

　今、三島線のところで、３か所ほど花

壇を作ってもらっていると思います。あ

れは、どのような経緯で、そのような形

で作られたのかお聞かせください。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午後２時５４分　休憩）

（午後３時２５分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　答弁を求めます。

　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、野原委

員の１回目の質問にお答えさせていただ

きます。

　交通指導業務委託料５１６万円の内容

でございますけれども、摂津市違法駐車

防止活動及び安心安全パトロール活動の

仕様に基づきまして、違法駐車重点地域

でありますＪＲ千里丘駅東口西と、阪急

正雀駅前広場周辺の指導と迷惑駐車防止

活動によりまして、鳥飼地域、週２回、

行っております。

　また、安心安全パトロール活動業務と

いたしまして、市内５つの中学校の校区

を週２回、パトロールいたしております。

　この事業につきましては、平成２２年

度から３か年、債務負担をいただきまし

て、平成２２年度、平成２３年度、平成

２４年度と行っておるものでございます。

　次に、自転車利用者指導委託料で１，

４９２万９，０００円、平成２３年度か

ら１６５万８，０００円減額となってお

りますけれども、これは業務仕様の見直

しを図っておるものでございます。

　次に、市内循環バスの補助金の経緯に

ついてでございますけれども、市内循環

バスは近鉄バスが路線バスとして運行し

ているものでございまして、昭和４６年

度から運行補助を開始いたしておりまし

て、昭和５０年度には近鉄バス１社のみ

になりましたけれども、年間８００万円

を補助いたしておりました。平成５年度

からは、１，０００万円に増額して、現

在、運行しているところでございます。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　狭隘道路整備助

成金でございます。平成２４年度１，０

００万円という予算を上げております。

平成２３年度は３００万円の減額をして

いるという現状を説明させていただきた

いと思います。

　平成２３年度、１月末現在で、２６件

の事前協議がございました。このうち、

９件が助成に該当するべく、助成金の交

付申請を受け付けております。この結果、

助成の条件を満たすものがなかったのは

１７件ということでございます。

　現在、助成金の支払い状況でございま

すが、４月末の時点におきまして、平成

２２年度から本年度に施工されたという

５件の分、及び本年度、平成２３年度、

助成を受けまして、金額が確定しました。

合計２件の、合計７件で、金額にしまし

て約４５２万円という形の助成が今年度

は決定しております。

　３００万円の減額の理由でございます

が、今回、助成金交付申請を９件受け付

けておりまして、７件、助成対象物件が

残されていることになります。

　このため、あと年末までの支払い見込

みが２件あるものとしまして、１件の助

成金の見積もりとしまして、測量費用が

５０万円、側溝整備等、舗装などの整備

費用が５０万円という形で、一応、１０

０万円という形を見込んでおりまして、

この２件分を残した残りの３００万円、
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それを減額したものでございます。

　平成２４年度につきましては、本年度

と同じ申請件数、１０件分があると見込

みまして、先ほど申しましたように、分

筆、測量等に係る費用５０万円、側溝整

備や舗装に係る費用５０万円、合計１０

０万円、１件につき１００万円というこ

とで、１０件分の１，０００万円、これ

を予算計上している状況でございます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　それでは、野原

委員の１回目の質問にお答えいたします。

　まず、緑の基本計画でございますけど

も、これを平成２２年度にするはずだっ

たのが平成２４年度になったという経緯

でございますけれども、平成２２年度当

時でございますけども、総合計画の見直

しをやっておりましたことと、平成２３

年度にも、緑の基本計画を要求いたしま

したところがあったわけでございますが、

ＣＯ２の削減計画、これもございまして、

結局、平成２４年度になったということ

です。

　遅れたことによる弊害につきましては、

これから先、平成３２年度まで、平成２

５年度に改定を行いますので、それまで

の期間が少し短くなるということでござ

います。

　それから次に、補正予算でございます

けども、公園台帳作成業務委託でござい

ますけども、約５９万円の補正がござい

ます。この業務につきましては、指名競

争入札で行っておりまして、その入札差

金でございます。

　それから、さくらづつみ事業の平成２

４年度の内容でございますけども、現在、

平成２３年度の事業を行っておりまして、

これと同様の１９０メートルを延長いた

します。さくらづつみを１９０メートル

延長する。本数にいたしまして、６３本

を増やすという計画でございます。

　それから、公園等砂場消毒清掃委託料

でございますけども、これにつきまして

は、平成２１年度、平成２２年度につき

ましては、緊急雇用の事業でございまし

て、月１回、通常の砂場業務では２か月

に１回の清掃をいたしておりました。た

だ、平成２３年度から緊急雇用の分がご

ざいませんので、これをもとへ戻して、

２か月に１回にしているという形でござ

います。

　それから、公園遊具補修事業や公園遊

具取替事業などの業務につきまして、施

設の補修事業などがあったわけでござい

ますけども、この業務、フェンスの取替

でございますとか補修、遊具の取替・補

修などがございました。

　これにつきまして、平成２２年度、昨

年の１０月の決算審査の委員会で、単価

が少し高いのではないかという御指摘も

ございましたので、公園遊具補修事業に

つきましては、取替事業を含めまして、

ほぼ同様の作業、例えば補修を予定して

おりましたけれども、どうしても補修で

きなくて取り替えるとかいうものがござ

いまして、その分を足しまして９９５万

８，０００円にしているとか、施設の補

修事業におきましては、工事請負を入札

という形で行っておりましたけれども、

それにつきましても同様に修繕料という

形であげさせていただいて、経費の効率

的な執行に当たる所存でございます。

　それから、別府公園の整備でございま

すけども、別府公園の整備につきまして

防災機能を付加するということで、まず

別府公園を整備するということで、一緒

に防災機能を付加してはどうかというこ

とがございまして、まず別府公園を行っ

ているわけでございまして、これから先

の公園につきまして、防災機能をつける
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かどうかにつきましては、主管でありま

す防災管財課と協議を進めまして、整備

に努めてまいります。

○山本靖一委員長　川上参事。

○川上道路管理課参事　千里丘三島線に

花壇のようなものが３か所できており、

その経緯ということでの御質問にお答え

します。

　あそこは用地買収が済みまして、その

部分をバリカーで囲いまして、そこを管

理しておるという状況でありましたが、

私の通勤経路でもあり、また面する住宅

の方から除草の依頼がありました。除草

の依頼を受けていったところが、中は取

り壊した後ですので、がらとか、そうい

うものがいっぱいあって、それで草も抜

きにくいと。草刈りをするにも、機械を

するにはやりにくいというような感覚で、

手抜きの作業を土木維持のほうでやって

おりました。

　それをやっているときに、付近の住民

の方が、鍵を貸してくださいというふう

に私のほうに申し出があったんです。い

つも来てもらったら大変ですので、私の

ほうでしますという依頼があったんです。

ということでお渡しさせていただいて、

どういうふうにするかということを考え

ておったわけなんですけれども、そのう

ち何回もあそこを通るうちに、車の出入

りのときに大変見にくい状況があったと。

　そして、もう一つは、バリケード沿い

に歩く人がたくさんおられまして、車道

側に電柱が際にありますんで、車道側の

ほうに飛び出して歩くという状態があり

ましたんで、危険であるなというところ

から、何か考えて、今までにはないかも

しれませんけれども、見ばえのいいもの

に変えてみてはどうかという感覚で、私

どもの発想の上でああいう作業をさせて

いただいたのが経緯です。

　付近の方からは、ここもしてほしいと

いう話はあったんですけれども、私ども

のほうも、そういう長い年月を置かずに

次の事業に入るということがわかってお

りましたので、では、飛び飛びにでも考

えて、御近所の方にお話しして、３か所

だけ、見通しのいいような、それでまた、

通勤の人たちが通りやすいようにしましょ

うかということで、ああいう形を考えさ

せていただいたというのが経緯でござい

ます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　ありがとうございます。

それでは、２回目、質問させていただき

ます。

　交通指導業務委託料のところでありま

すが、こちらは平成２３年度、平成２４

年度、平成２５年度と考えていたのです

けど、今、平成２２年度、平成２３年度、

平成２４年度ということを教えていただ

きました。平成２４年度で一応見直しと

いうことで、本来、この時期に、吹田市

なんかは、民間の業者が行って、違法駐

車という形の取り締まりを結構されてお

ります。これは３分間停車するだけで、

即、罰金を払わされるというような形で、

かなり厳しい状況で取り組みをされてい

ます。本市ではどのような流れなのでしょ

うか。

　また、昼からの業務では、各学校の安

全という形で、青パトという業務をされ

ておりますが、今後もこういう形の業務

が引き継がれるのか、それとも本来の違

法駐車という形の取り締まりだけなのか。

これは住宅でも、通報があったらすぐ行っ

てというような対応もしてもらっていま

すが、もっときめ細かいような形の、住

宅街とかそういう方向に行かれるのか、

ふつうの青パトの業務を今後続けられる

のでしょうか。多分、平成２４年度でま

－50－



た見直されてという形になろうかと思い

ますが、その辺の考えをお聞かせくださ

い。

　自転車利用者指導委託料であります。

　この１６５万円は、業務仕様の見直し

で安くなったという形で、これは結構な

ことだと思います。これは以前からもお

願いしているんですけど、ＪＲ千里丘駅

東口は清掃がいろいろな業務の中に入っ

て、ある程度きれいですけど、西口のほ

うは、やはり地元の人が清掃したりとい

う形のものがあって、過去からそういう

形で、シルバー人材センターがやってい

ただいて、その辺のところは何回も申し

入れしているんですけど、本来業務は自

転車の取り締まりということで、そこで

清掃をすればその業務に支障を来すとい

うような形のことは過去から聞いている

んですけど、大きいごみは拾ってもらっ

ているというのはよく見るんですけど、

もう少しその辺で、話し合いの中で、ど

うしてもたばこのポイ捨てが多いので、

今、啓発の看板を立ててもらっているん

ですけど、その辺で実質的にそういう形

のもので清掃業務もできるような取り組

みができないか、その辺のことをお聞か

せください。

　それと、この財政状況の厳しい中です

が、補助金を出している路線バスとして

の市内循環バスの区域に施設巡回バス、

同様のバスの拡充ができるのか、その辺

のお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

　続きまして、狭隘道路の件は、今、そ

ういう形で、大分、市民の方にも根づい

てきましたが、まだまだＰＲ不足という

か、それをもっと活用してもらって、こ

れが２，０００万円、３，０００万円と

予算が増えるような取り組みを今後とも

していただきたいと思います。

　それと、これと関連するというような

考え方でありますが、過去平成２２年度、

私がこの予算審査の委員会で質問させて

もらって、ちょうど千里丘３１号線、竹

の鼻ガードから出てきて、千里丘交番、

千里丘小学校の角のところに不法占領さ

れた建屋があったのを、地元から平成１

８年に要望書が出て、何とかしてほしい

という形で、過去から、あそこは子ども

たちの通学路になって、信号が青になっ

たときに、車が出るときに子どもが飛び

出したり通行者が出たりということで、

本当に見にくかったところを、平成２３

年度にそこをきっちりとした形で今、改

良していただいて、何もなくなって見や

すくなって、子どもたちの安全な通学路

になっております。それも地元の方が一

部残ったところをきっちり買い上げても

らってそういう形になって、地元の方の

協力があって初めてできたと思いますが、

行政の方も本当に努力してもらって、そ

ういう取り組みになったと思います。

　摂津市内ではまだまだそういう不法占

領されている部分もあろうかと思います

が、その現状をお聞かせいただきたいと

思います。

　緑の基本計画の改定業務委託です。

　これも緊急雇用の資金を使って、これ

の見直しをされようとしているわけです

ね、国費１００％ということは。どうい

う形の緊急雇用を使って取り組まれるの

か、具体的な内容を教えていただけたら

と思います。

　それと、公園台帳作成委託料でありま

すが、これは１１５万円の予算の中で、

半分以上が減額されています。これは競

争入札で、例年同じような金額で推移し

ておって、場所とか、広さとか、それが

小さくなってこのぐらいの予算になって

いるのか、業者が努力してこれだけの金
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額でできるという形でこれだけの差金が

生じたのか、その辺のところを教えてい

ただきたいと思います。

　さくらづつみの植栽工事では、３年で

６３本を来年も植えるということなんで

すけど、３年が終わったときに、後、ど

ういう形のことを考えられているのか、

教えてください。

　公園等砂場消毒清掃委託料に関しては

結構です。緊急雇用でこれもやって、あ

る程度、回数を１回増やしてやったんで、

平成２３年度以降も緊急雇用ほどの回数

はできないけど、最低このぐらいの金額

で推移していって、市民の方が気持ちよ

く使っていただける砂場を作っていくと

いう形でやっていくというのは、それで

理解できました。結構です。

　公園遊具の補修と取替ですけど、これ

が多分１本化になって、今、言われた修

繕料という形の改革というか、その辺で

一番使いやすい形の中で改良されて、そ

ういう取り組みの一つの結果で事業を見

直して、そういう使いやすいやり方で、

今後もそういう改革をしていくという形

で、一つのこれは結果だと思いますんで、

これは結構です。

　次、別府公園の整備事業であります。

　これは今後、いろんな公園のところで、

やはり一つのモデルとして、またそれぞ

れの要望が市内でも増えてこようかと思

います。

　そういった中で、公園の事情を１００

％よく理解されているのは公園みどり課

のほうなんで、これから多分、防災管財

課、今、少し触れていただきましたけど、

その水平連携を、今後どのような形で向

こうに情報提供していくような仕組みづ

くりを中で考えておられるのかお聞かせ

を、できる範囲で結構です、聞かせてい

ただきたいと思います。

　それと、千里丘三島線の改良工事に関

する今、川上参事のお答えの中で、そう

いう形で、自分らで工夫した中で、一応、

３か所そういう取り組みをしてもらった

ということでした。

　あそこはまさに摂津市の顔の部分であ

ります。そういう形で、フェンスで囲う

よりは、ああいう形でやってもらったほ

うが、少しでもまちのイメージも上がる

ということを私もそう思っておりました。

　しかし、市民の方の中では、どっちみ

ち道路にして更地にする部分で、あそこ

で何であんな金をかけるんだと、無駄と

ちがうかという声も確かにあります。そ

ういった中でお聞きしておきたいのが、

あそこにかかった費用というか、やって

もらったということは十分理解できます

が、もともと、これは先ほど川上参事の

答弁でもありましたように、将来的には

あそこはなくすからという話があったん

ですけど、大体どのぐらいの形で、どの

ようなものでやられたかというようなこ

とを少しお聞かせいただきたいと思いま

す。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、野原委

員の２回目の質問にお答えさせていただ

きます。

　交通指導業務委託料の内容でございま

すけれども、迷惑駐車防止活動というも

のを週２回、鳥飼方面でやらせていただ

いております。市街地内といいますか、

住宅地内でも違法駐車があるんだという

苦情も受けますので、そういうところに

つきましては、重点的に１か月間、週２

回程度回らせていただいて、ステッカー

を張るなり広報活動をしながら、違法駐

車をなくすための活動をさせていただい

ておるところでございます。

　委員がおっしゃったように、駐車監視
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員の活動というものを警察署長の委託を

受けてされているものでございまして、

大阪市内で始まったものでございまして、

最近では北摂の地域、近隣では豊中市と

吹田市あたりまではされておるんですけ

れども、まだ摂津市までは至ってないと

いう状況でございます。

　自転車利用者指導委託の中で、清掃と

いうことだったんです。以前もお問いは

あったんですけれども、実際にも、委員

がおっしゃったように、大きなごみは、

汚いなと思ったら、指導にかかわらず掃

除されているのは目にします。

　ただ、小さいたばこの吸い殻なりをシ

ルバー人材センターの方に清掃していた

だいているんですけども、それを業務と

いうふうに位置づけてしまうと、どうし

てもそればっかりに気持ちがいってしま

うんじゃないかと思います。本来の業務

が疎かになってしまうんじゃないかとい

うところがございます。

　ほかの場所でもあるんですけども、私

どもの指導と道路管理課のほうでやって

いるモノレールのところの清掃なんかと

いうのを時間を割り振りしてやっていま

すんで、そういうことがまた時間割り振

りできないかということも一緒になって

検討してまいりたいと思っております。

　それと、公共施設巡回バスと市内循環

バス、市内循環バスの中のルートに巡回

バスの拡充ができないかというようなお

問いでございましたけれども、公共施設

巡回バスは、あくまでも路線バスを補完

するものでありますので、その中で競合

を避けるために、ごく限られたルートで

運行しておる関係上もございます。

　ただ、市から補助金を出して、循環バ

スも路線バスとして運行しておりますの

で、これらの補助金のあり方につきまし

ても、検討対象としてやってまいりたい

と思っております。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀土木下水道部参事　市内の不法占用

物件の現状はどうですかということです

が、現在、市内にはたくさんの不法占用

物件がございます。どうしてもなかなか

減っていかないのが現状でございます。

　ただ、現在につきましては、私どもは

鳥飼上、鳥飼野々、東別府地区における

不法占用物件について、全力を挙げて撤

去並びに自主的な取り下げという形を指

導している最中でございます。

　ただ、こういう占用物件、一番最初か

らやったらいいんですが、途中から入っ

てしまいますと、どうしても動かしても

らえない、撤去してもらえないという課

題がございまして、もう一つは、今回、

千里丘３１号線におきましては、道路境

界がはっきりしており、だれが見てもこ

れは道路だと、それを知っていたという

ことが利点になりまして、今回、早期の

撤去、２年もかかって申しわけなかった

んですが、不法占拠物件の撤去という形

につながったと思います。

　今後、新しい道路台帳、電子化の際に

境界というものが明確にできるような形

を整備しまして、道路の維持管理につな

げていきたいと思っております。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　野原委員の２回

目の質問にお答えいたします。

　緑の基本計画につきまして、緊急雇用

創出事業のお金を使うということにつき

まして、緑の基本計画の改定事業の平成

２４年度の内容でございますけれども、

これは現況調査。例えば、緑の量の調査

や市民アンケートの集計など、人の手に

よる作業が多いものですから、緊急雇用

は適合していると考えられておりまして

要望したものでございます。
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　この事業では、雇用者に対して、集計

作業に使用しますパソコンへの入力や集

計作業などについての講習も予定してお

ります。緊急雇用に要する人件費が事業

費の５０％以上であれば、補助率１００

％となっております。

　次に、公園台帳の委託業務ですけれど

も、これにつきましても半分以下になっ

ているということでございますけれども、

公園台帳業務とかコンサルタント業務に

つきましては、かなりな部分、人件費が

占める割合が多うございまして、ほかへ

の発注というのは非常に少のうございま

す。ですから、企業といたしまして非常

に努力しようと思えばできるという形で、

この形になったものと考えております。

　それから、さくらづつみの３年後、終

わった状態でございますけれども、現在

行っております誕生記念植樹祭、これの

植樹場所にも少し困っている状態でござ

いまして、今、行っていますさくらづつ

みにつきましては、神安土地改良区の管

理の水路の方に植えている状態でござい

ます。ただ、そういう場所はほかにもあ

ろうかと思いますので、今年から行いま

す緑の基本計画の中で、また、このよう

な目玉になるような植樹とかを考えてま

いりたいと考えております。

　それから、別府公園の整備の防災管財

課との水平連携でございますけれども、

なかなか防災倉庫を置くとか、ベンチを

置くとかいうのも場所が難しいと、どこ

でも作ればいいという形のものではござ

いませんので、公園の広さがこれでは少

し無理だとか、そういうふうな協力をさ

せていただきたいと思っております。

○山本靖一委員長　川上参事。

○川上道路管理課参事　花壇の製作にど

れぐらいかかったのかということなんで

すけども、あの部分に使用されている材

料は、コンクリート、材木、竹がありま

す。あと花が植わっております。

　コンクリート製品については、今、在

庫しております、余り使われておらない

量の多いものを使用させてもらいました。

木材については、神安土地改良区のほう

の三箇牧にたくさんあるのを知っており

ましたので、そこからいただき、利用さ

せていただきました。竹については、正

月前でしたので、知り合いのところに依

頼をしまして、竹をいただきました。花

については、公園みどり課のほうに余っ

ているものがないかということで、材料

を調達させていただきました。

　そして、あと現地盤高の今、でき上がっ

ているのは、当初の現地盤高とほぼ一緒

です。その上を真砂で覆って、見ばえの

いいような形にした状態です。

　材料費としては、さほど費用はかかっ

ておられないんですけども、人件費とし

ては、あの３か所で大体５０万円前後ぐ

らいかなというふうな計算ができると思

います。そういう状況のお金のかけ方を

させてもらいました。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　ありがとうございます。

本当に創意工夫した中で、そういう取り

組みをしてもらったということは、多分、

あそこを通られる市民の方は、そういう

現状は御存じないと思います。きれいに

なったということは御存じだと思います

が、そういう形で工夫してやっていただ

いているということは一定理解できまし

たので、今後ともそういう形の取り組み

をしていただきたいとお願いしておきま

す。

　先ほどの公園台帳作成業務委託のとこ

ろでの契約なんですけど、それは入札す

る形なんで、例えば、同じ面積で同じも

のをそういう形で入札という形に出され

－54－



たときに、業者がこの値段でできるんやっ

たら、これが基準になる形に、私個人な

らそういう感覚になるんです。

　それをわざわざ１１５万円で積算しな

くても、例えば６０万円ぐらいで予算計

上をしておけば、そのぐらいの金額でで

きてこようかと思うんですが、たまたま

この金額が、場所が狭かったり、調べる

対象が少なかったりというんだったら話

は別なんですけど、毎年１１５万円計上

されて、同じ広さのところを見て、何が

何個あるというような同じような作業を

して、たまたまここの業者が当たったか

ら、これだけ安くできた。それが多分、

後で検証はされていると思うんですけど、

この業者はこれだけの値段でできるんやっ

たら、来年以降もそういう形のもので今

後できるとは思うんですけど、その辺の

考え方を聞かせていただきたいと思うん

ですけど。

　それと、先ほどのところの別府公園の

ところで、今後、そういう形で防災管財

課との連携の取り組みのところで、それ

ぞれの公園の利用について、情報提供は、

今後、そういう形でしていただけるかと

思いますので、そこの連携はよろしくお

願いいたします。

　それと、バスに関してでありますが、

市民の満足は、１００％は無理かもしれ

ませんが、可能な限りの公平性を目指し

ていただき、現在の現状より少しでもよ

くなるバス路線網の構築をされるように、

今年中には、ある程度、遅れることなく、

そういうような結論を出していただける

ことを要望しておきます。

○山本靖一委員長　西村課長。

○西村公園みどり課長　野原委員の３回

目の質問にお答えいたします。

　公園台帳作成委託料の件でございます

けれども、この公園台帳につきましては、

毎年、複数者から見積もりをとっており

ます。大体、毎年同じぐらいの値段になっ

ております。ですから、今年がたまたま

安かったという形だと考えております。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　たまたま安いのはいいで

すが、これが一つの基準になる、これが

粗悪な調査の仕方とか、そういう形だっ

たら話は別ですけど、たまたまじゃなく

て、やっぱりこういうところをきっちり

精査していただいて、あくまでも市民の

皆さんの税金を使って、そのお金を１円

も無駄にすることなく使うという形の取

り組みをしていただきたいんです。

　また、先ほどの狭隘道路のところの不

法占拠でありますが、「先に作ってしまっ

たら勝ち」みたいなところで、あとそう

いう形でできないという、初めのまちづ

くりのところでどう取り組むかという形、

またそうなったときでも、きっちり指導

できるというような形をとっていかない

と、やったもん勝ち、やり得だという形

は認められないところだと思うんです。

やはり悪いことは悪いと。そういうこと

に関してはきっちり指導していくんだと

いうような決意を表明していただきたい

と思いますので、最後に、小山部長のほ

うで一言、その辺の決意をお示しくださ

い。

○山本靖一委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　公園台帳作成委託

料の件につきましては、入札に業者が入っ

た時点で、企業努力で安く落とされてい

ることも考えられますので、全般的に単

価を見直すということはなかなか難しい

のかなと思っています。

　ただ、そういうことも考えながら、こ

れからの発注の方法とか、そういう積算

の方法、現状を見た中で何ができるのか

ということを検討してまいりたいと思っ
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ております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　いろいろ答弁していた

だいたんですけども、もう少し質問しな

いといけないと思いまして、ちびっこ広

場の件でございます。

　続きになりますけども、千里丘東１丁

目のところの住宅の関連で、道路がある

ので、それは３，０００平米以下で、今

回は必要でないということでの判断でし

たけども、開発指導要綱の中に公共空地

というのがありまして、開発区域の面積

が３，０００平米未満の場合でも、その

開発区域に隣接し、同一開発者または同

一土地所有者により開発行為を行い、そ

の開発行為が、最初の開発行為の完了が

２年未満で、かつ開発区域の総面積が３，

０００平米となる場合は、同一業者の事

業とみなすという項目がありますけど、

これに今、道路があるから当たらないん

だということでしたけども、道路も拡幅

工事をしていることによりますと、これ

はどう見ても一体の開発にしか見えない

ということで、しかも３，０００平米と

規定しているというのは、市として、３，

０００平米を超えた分については何らの

広場を子どもたちのために、ちびっこ広

場なりの広場が必要だという基準のもと

に決められていると思うんです。

　逆に言うと、いろんな業者が入って、

３，０００平米に満たないものがあった

としたら、その部分には市が責任を持っ

て設置をしなければいけないという考え

方だと思うんです。それを開発のときに

提供してもらうというのがこの要綱によ

る基準だと思うんです。

　緑の基本計画の中にも、ちびっこ広場

の状況で書いてあります。だから、非常

に重要視していると思うんですけど、そ

れが非常に曖昧になっていて、しかも千

里丘東１丁目の地域は、もともと旧の村

の部分なので開発が少なくて、作られた

ちびっこ広場は少ないです。唯一あそこ

にあったんですけど、それもなくなって

しまったということもありますし、そう

いう意味で一遍、開発指導要綱の、今ま

でこれも１回改正されていると思うんで

すけども、その辺の経緯と、今、私が言っ

たような、確かに都市計画法では、道路

でそういうように分断されているという

ことがあったとしても、摂津市としては、

３，０００平米以上になると公園みたい

なもの、ちびっこ広場が要るんだという

考え方があるんだから、しかも、道を隔

てて、同じ業者が同時に開発している。

それで要りませんという判断でいいのか

どうか、一遍ご答弁をいただきたいと思

うんです。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築課長　委員のご指摘のとおり、

開発指導要綱の後の開発ということで聞

いております。ただ、地元の経過の中で、

無接道の隣接地がございます。それを救

済するためにそういう手だてをとったと

いうふうに聞いております。

　奥に無接道地がございまして、その開

発地でフェンスで封鎖されていたような

状況がございまして、それに接続するた

めに、奥の道路とか奥の通路に下水管と

かを整備するために、条件を、ちびっこ

広場云々ではなく、奥地の整備をするた

めに、救済するために、一括開発の分を

３，０００平米未満で区切ったような状

況でしたようなことは聞いております。

○山本靖一委員長　開発指導要綱に照ら

してどうなのかということを聞かれてい

ますから、その点できちっと、業者とど

ういう接触をしてきたか、指導してきた

か答えてください。

　この場で暫時休憩します。
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（午後４時　８分　休憩）

（午後４時１０分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　林課長。

○林建築課長　府の都市計画の開発基準

に基づいて、３，０００平米以下という

ことで指導させていただいたような状況

になってございます。

○山本靖一委員長　この場で暫時休憩し

ます。

（午後４時１１分　休憩）

（午後４時１５分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　藤浦委員の質問については、理事者の

ほうにおいて、過去の経過も含めて、き

ちっと精査をして答弁していただくよう

にしたいと思います。それでよろしいで

しょうか。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　また答弁をもらうとし

ます。先ほども言いましたように、３，

０００平米を超えたところでは、ちびっ

こ広場が必要だという考え方が根底にあっ

て、さっきの緑の基本計画の根底の話だ

ということになりますけど、なくなって

いる以上は、市としても、何か方向性を

考えていく責任があるのではないかとい

うことを言いたかったわけですけども、

それもあわせて次のときに答弁していた

だきたいと思います。

　それと、先ほどと全然話が違いますけ

ど、言い忘れているところがありますの

で、一つは、ＪＲ千里丘駅西口のエレベー

タ設置事業ですけども、協議が整いまし

たら、しっかりと地元説明を住民に周知

するために、一刻も早く、決まった段階

で果たしていただきたいということをお

願いしておきたいと思います。

　それから、先ほどの緑の基本計画と住

宅マスタープランと、それから都市計画

マスタープランの策定について簡単に言

いましたけども、要は、市民レベルで作っ

て、きちっと検証していく、そういう組

織も必要ですから、それも市民を交えて

検証できるように、推進していけるよう

に、組織もあわせて作っていっていただ

けるように、作ったらそれがちゃんと実

行できるようにチェックして、そして目

指していくというスタイルを作っていた

だくこと、これも要望でつけ加えておき

たいと思います。

○山本靖一委員長　議案第１号、及び第

９号については、質疑はこの程度にとど

めておきます。

　暫時休憩します。

（午後４時１７分　休憩）

（午後４時１９分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　議案第１８号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　それでは、議案

第１８号、摂津市自転車安全利用倫理条

例制定の件につきまして、補足説明をさ

せていただきます。

　自転車は、道路交通法の中で車両と位

置づけられております。よって、道路交

通法が適用されているわけでございます

が、その認識がほとんどない現実があり

ます。それは自転車を運転するのに免許

制度ではない上に、その利用者が小さな

子どもからお年寄りまで、幅広い利用者

であることなどが考えられます。

　近年、エコの感覚などから利用者が増

えている現状で、その分、事故の確率も

上がっていくものと考えられます。幸い

摂津市におきましては、死亡事故につな

がる大きな事故は発生していませんが、

本条例を制定することによりまして、自

転車利用者が安全運転に対する認識を高
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めてもらい、事故を未然に防いでもらう

ことなど、安全・安心な市民生活の向上

に資するため提案させていただくもので

ございます。

　それでは、各条文につきまして、御説

明申し上げます。

　まず、第１条では、自転車の安全な利

用に関する施策の基本となる事項等を定

めることにより、自転車の安全利用を促

進することの目的について規定しており

ます。

　第２条は、道路交通法に規定する自転

車の定義及び関係団体の定義を明記して

おります。

　第３条では、この条例の目的を達成す

るため、市の責務を明記しております。

　第４条では、道路交通法その他の法令

を遵守し、自転車の安全な利用に努める

よう、自転車利用者の責務を明記してお

ります。

　第５条では、家庭、職場、学校、地域

社会などにおいて、自転車の安全な利用

に自主的に取り組むよう、市民の責務を

明記しております。

　第６条では、自転車利用者に対する意

識啓発や施策協力するよう、関係団体の

責務を明記しております。

　第７条では、自転車利用者に対する点

検整備啓発や施策協力するよう、自転車

小売業者の責務を明記しております。

　第８条では、自転車の安全な利用方法

について、学校教育法に規定する学校に

在籍する者の理解が深まるよう啓発に努

めるなどの、学校長の責務を明記してお

ります。

　第９条は、市、市民、警察署等の連携

による自転車交通安全教育を明記してお

ります。

　第１０条では、自転車の安全な利用に

関する活動を自主的に行う場合の関係団

体への支援を明記しております。

　第１１条では、自転車の安全な利用方

法について市民の理解が深まるよう、広

報及び啓発を行うと明記しております。

　第１２条では、自転車に関する事故を

未然に防止するため、指導または警告す

ることができると明記しております。

　第１３条では、前条の規定による措置

をとった場合など、特に必要があると認

めるときの警察署長への協力及び検挙措

置などの要請をすることができると明記

しております。

　以上、簡単ではございますが、議案第

１８号、摂津市自転車安全利用倫理条例

制定の件の補足説明とさせていただきま

す。

○山本靖一委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　先日の代表質問でも随

分議論がありましたけども、何点か確認

をしておきたいと思います。

　まず、第３条の自転車の安全な利用に

関する施策というところで、安全に利用

してもらうための責務や施策というのは

ここに表記されていますけども、一番根

本になるのは、去年１０月に警察庁が通

達を出して、道路交通法上、自転車が車

両であるということで、３メートル以下

の歩道については、自転車は車道におり

るという通達を出しました。

　摂津市の現状からいうと、それができ

ないということになりますと、今度は自

転車が危険にさらされる、そういう道路

が多いわけです。車道の幅が狭い道路が

非常に多いということで、一つの方法と

しては、こういうモラルをしっかりと守っ

てもらって歩道を通ってもらうというこ

とになりますけど、一方で、市としては

道路の改良、自転車も安全に通れる改良
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を長期的にしっかり取り組みをしていか

ないといけないと思うんです。

　短期的には、この間、答弁がありまし

たけども、車道幅を縮めて、歩道部分に

色を塗ったりするとかいろいろありまし

たけども、それも一つの方法かもしれま

せんけども、やっぱりもっと大きくすれ

ば、摂津市の全域に渡って、それは優先

順位をつけなあかんと思います。

　当然、バリアフリーの関係と同じよう

に、人通りの多いところがまず優先とい

うような優先順位をつけながらになりま

すけども、そういう長期計画を作るとい

うことが大事だと思うんですけど、その

考え方について、ご答弁をお願いしたい

と思います。

　それから、第６条の２のところに、関

係団体は、市または所轄の警察署が実施

する、自転車の安全な利用に関する施策

というのがありますけども、いろいろと

これも具体的には、交通安全教室とかい

ろいろなものがあると思うんですけど、

その担い手として、これも言いましたけ

ども、警察の方は当然ですけども、職員

の皆さんも我々も、まずしっかりと交通

ルールを守れる、遵守をして、手本にな

るような立場になっていくことが大事だ

と思うんです。

　この間、道路を走っていましたら、ス

ポーツサイクルが車道をずっと走っては

りまして、車がとまっていて邪魔になる

んです、危ないんです。それを見たとき

に、パッと手を横へ出して、僕らも子ど

ものときには習いましたけど、出るよと

いうか、曲がるよという信号なんです。

手信号を出すんです。そういったことも

含めて、しっかりと手本になるように、

町中をそういうふうにしていくというこ

とが大事だと思うんですけども、そうい

う施策についてどうですかということが

２点目です。

　それから、第７条です。自転車の小売

業者にも責務を課しておられますけども、

私が住んでいる千里丘なんかは、吹田市

の店で買うことが多いんですけど、やっ

ぱり市外のお店にも摂津市はこういうこ

とをやっていますからと協力を求めるべ

きであると思いますけども、その辺につ

いて答弁をお願いします。

　それから、市外の人が、千里丘なんか

は特に吹田市が多いんですけど、摂津市

だけで吹田市は関係ないというわけでは

あかんと思いますから、この辺はやっぱ

り頑として、市外の人までも啓発できる

ような街角でのわかりやすい啓発活動が

必要だと思いますけども、その辺も含め

てどのように考えていただけるのか。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、藤浦委

員の自転車安全利用倫理条例にかかわる

質問にお答えさせていただきます。

　まず、第３条の市の責務の内容でござ

いますけれども、安全に対する施策とい

うことでございます。長期的にいえば、

自転車道路を整備することは必要かと存

じておりますけれども、今現状の中です

ぐにすることは、やはりなかなか難しい

状況です。長期計画を立てて道路整備と

いうことでございますけれども、その中

で、通行区分を分ける方法を今、考えて

おるところでございまして、それによっ

て安全が図れるんじゃないかなと思って

おります。

　それをしたところ、先ほど委員がおっ

しゃったように、駐車帯が、自動車が駐

車することによってレーンをふさぐこと

にもなりますんで、それに関しては、警

察のほうにも協力を要請してまいりたい

と。警察、市が一体となって進めていき

たいというふうに思っておるところでご
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ざいます。

　２番目の第６条の２についてですけれ

ども、私ども摂津市交通安全推進協議会

という団体の事務局をさせていただいて

おりまして、市以下５５の団体、学校長、

私立の学校も含めて、その団体に入って

いただいておりまして、交通安全自動車

協会、また各支部の皆さんにも参列して

いただいておりまして、その中で、自転

車の安全利用に関して、毎回、何とかで

きないものかというお声も十分聞いてお

ります。それぞれ啓発に際しても一緒に

なってやっていただいておりますし、通

学での啓発だとか指導につきましても、

学校からも出ていただいておりますし、

生徒・学生も出ていただいて指導も行っ

ているところでございます。それをまた

続けていくのと拡大、さらなる展開もし

ていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。

　第７条の小売業者につきましても、ま

ずは市内の業者、８から１０程度あると

聞いておりますけれども、そちらに、こ

ういうことをしましたんで、保険等の加

入についても、整備についても協力願い

たいというふうに回っていこうかなとい

うふうに思っておるところでございます。

　また、自転車安全教育につきまして、

財団法人全国交通安全協会というものが

行っております自転車安全教育指導員養

成講習講座というものが開催されており

ます。ちょうど先日、そういうことがあ

るという情報を得ましたので、職員２名

が講習に参加しまして、その講習を受け

て認定証というものを受けております。

そういうことも進めております。そうい

うものがまた講習がありましたら参加し

ていって、指導できるような形を進めて

いきたいというふうに思っておるところ

でございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　第３条のそれは応急的

な部分と長期的な部分も含めて、しっか

りと展望、計画をしっかりと持ってお願

いしたいなと思います。すぐはできませ

んでも、長期的にはできますというスタ

ンスを持つことが大事だと思うんです。

ということで、これはまちづくり全体に

かかわる問題だと思いますので、そうい

う意味ではよろしくお願いしたいと思い

ます。

　それから、職員の皆さんが手本となる

ということで、結構、業務で、皆さんが

自転車でいろんなところへ行っている姿

が見えますけども、この人たちがルール

無視したら何もならないので、職員が本

当にちゃんとルールを守って、手本とな

る自転車の乗り方をしてもらうことがま

ず一番最初だと思うんです。私も自転車

でいつも来ていますから、信号無視しな

いようにということで心がけてやってい

るんですけども、できるだけ車道を通る

ように心がけてやっています。そういう

ことで、そこがまず基本になると思いま

すし、また推進協議会の皆さんにおかれ

ましても、その次に続いていただいて、

手本になる自転車の運転をしていただく

ということも大事だと思いますので、お

願いしたいと思います。

　それから、先ほど質問をするのを忘れ

ましたけども、条例が制定されて、推進

をしていくという段になって、これもま

た協働になりますが、市民レベルでやっ

ていくということが非常に大事だと思い

ますし、また、これから改正案やいろん

なことも含めて、またアイデアもいろん

なものを出してもらうことも含めて、そ

ういう市民団体による推進ができるよう

なスタイルというんですか、そういうも

のを作り上げていくことが大事だと思い
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ます。

　これは代表質問でも言いましたけども、

自転車会議というようなものを設定して、

例えば、自転車環境の改善なんかについ

てもいろいろと意見を出してもらう。そ

れを参考に、また市としても改善のため

にやっていくとか、当然、自転車のルー

ルの徹底なんかにもいろいろアイデアを

出してもらったらいい。実際に推進する

側に立ってもらうというような意味で、

自転車会議というものを提案しておきた

いと思いますので、これは要望で結構で

ございますので、ぜひまた検討していた

だきたいということで、質問を終わりま

す。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　木村委員。

○木村勝彦委員　第２条の第１項で自転

車の位置づけが、道路交通法（昭和３５

年法律第１０５号）第２条第１項第１１

条の２に規定する自転車を言うというこ

とで、道路交通法は私は今、手元にあり

ませんし、この機会に聞いておきたいと

思うんですけども、自転車については、

昭和３５年の法律のときには、電動機付

自転車というものがそこの中に含まれて

おるのか、そういうことについてこの機

会にお聞きしておきたいと思います。

　それと、基本的には、自転車は車道を

走るということになっています。だから、

第４条の２の１、歩道を通行するときは、

歩道の中央から車道よりの部分を徐行し、

歩行者の側方を通行するときは安全な間

隔を保つとともに云々とあるんですけれ

ども、要するに、歩道が一定の幅がある

ときには自転車が通れるということもあ

りますけども、例えば、お年寄りは歩道

の幅員が確保されておらない場合でも、

６５歳以上になれば歩道を走れるという

ことになっていると思うんですけども、

その辺のお年寄りに対する指導徹底を図

るということについては、この条文の中

には入っておるんか、入っておらないの

か、その辺のことをちょっとお聞きして

おきたいと思うんですが。

○山本靖一委員長　山本課長。

○山本道路交通課長　それでは、木村委

員の質問にお答えさせていただきます。

　道路交通法上の自転車ということなん

ですけれども、自転車の用語の意味でご

ざいますけども、第２条の１１の２に、

自転車のペダルまたはハンド・クランク

を用い、かつ、人の力により運転する二

輪以上の車（レールにより運転する車を

除く。）とあって、身体障害者用の車い

す、歩行補助車等及び小児用の車以外の

もの（人の力を補うため原動機を用いる

ものであって、内閣府令で定める基準に

該当するものを含む。）という表現になっ

ておりますので、補助付の電動自転車は

自転車に含まれるというふうに解されま

す。

　先ほど委員がおっしゃったように、自

転車通行可の歩道がございます。その場

合は、自転車は車道寄りのところを走っ

てください。そのときでも横に歩行者が

おられるときは、徐行するなり注意をし

て通ってくださいということで明記され

ています。要は、人に思いやって、そう

いうときは気をつけるということに基づ

いたものでございます。

　お年寄りにつきましても、高齢者、子

ども、１３歳未満の子どもは歩道を通る

ことができます、自転車通行可でなくて

も、ふつうの人でも、身の危険を感じた

ときは歩道を通ることが可能になってご

ざいますけど、それでも、それぞれ歩行

者が優先でございますので、今、自転車

が我が物顔で走っているところがあるん

で、歩行者を優先して通るんだというこ
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とをあげさせてもらっていることでござ

います。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会いたします。

（午後４時３７分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長山　本　靖　一

　建設常任委員　原　田　　　平
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